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論

説時
効
障
害
の
効
力
の
人
的
範
囲
の
拡
張
根
拠大

久

保

邦

彦

一

は
じ
め
に

時
効
障
害(1
)の
効
力
の
人
的
範
囲
に
つ
い
て
は
、
①
「
他
人
の
間
に
行
な
わ
れ
た
こ
と
は
他
の
人
を
害
す
る
こ
と
も
益
す
る
こ
と
も
で

き
な
い
」
と
い
う
法
格
言
に
基
づ
き
、
時
効
障
害
は
相
対
効
し
か
持
た
な
い
こ
と
を
原
則
と
し
な
が
ら
も
、
効
力
の
人
的
拡
張
を
例
外

的
に
認
め
て
い
く
立
場
（
判
例
・
通
説(2
)）
と
、
②
「
当
事
者
の
法
律
関
係
は
法
律
上
総
て
の
利
害
関
係
人
に
対
し
て
も
そ
う
い
う
法
律

関
係
と
し
て
扱
わ
れ
る
と
い
う
の
が
実
体
法
の
仕
組
み
で
あ
る
」
こ
と
に
基
づ
き
、
時
効
障
害
の
絶
対
効
を
認
め
る
立
場
（
松
久(3
)）
と

が
対
立
し
て
い
る(4
)。

し
か
し
、
①
の
立
場
は
、
通
例
、
効
力
の
人
的
拡
張
を
認
め
る
根
拠
と
し
て
、
法
律
の
規
定
の
ほ
か
、
事
物
・
事
柄
の
性
質
、
公
平

の
観
点
等
を
挙
げ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る(5
)。
そ
れ
に
対
し
て
、
森
田
宏
樹
は
、
時
効
中
断
効
の
人
的
拡
張
の
理
由
と
し
て
、
ⓐ
時
効
援

用
権
者
に
対
し
時
効
中
断
効
が
及
ば
な
い
と
す
る
と
債
権
者
は
そ
の
者
に
対
し
時
効
中
断
の
方
法
を
持
た
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
時
効

の
援
用
を
受
け
る
と
い
う
不
合
理
な
結
果
が
生
ず
る
と
い
う
帰
結
主
義
的
な
根
拠
と
、
ⓑ
「
あ
る
権
利
が
時
効
消
滅
す
る
と
そ
れ
に
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従
っ
て
消
滅
す
る
権
利
と
い
う
関
係
」（
付
従
性
）
を
挙
げ
る(6
)。

こ
の
問
題
に
関
し
、
ス
イ
ス
の
ス
ピ
ロ
は
消
滅
時
効
の
根
拠
に
関
す
る
大
著(7
)の
中
で
、
時
効
中
断
の
相
対
効
を
出
発
点
と
し
つ
つ

（
S.438）、
中
断
効
が
中
断
行
為
に
直
接
関
与
し
た
以
外
の
者
に
拡
張
さ
れ
る
根
拠
と
し
て
、
全
体
消
滅
時
効
、
代
理
権
・
授
権
、

善
意
保
護
を
挙
げ
、
他
人
効
を
発
生
さ
せ
る
一
般
理
論
と
の
接
合
を
図
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
小
稿
で
は
、
ス
ピ
ロ
の
挙
げ
る
根
拠
を

紹
介
し
、
い
く
つ
か
の
個
別
事
例
に
即
し
て
、
そ
れ
の
日
本
法
へ
の
受
容
可
能
性
を
探
る
こ
と
に
し
た
い
。

二

ス
ピ
ロ
の
見
解
（
総
論
）

中
断
効
は
、
①
中
断
行
為
に
直
接
関
与
し
て
い
な
い
債
権
者
の
た
め
に
も
、
②
中
断
行
為
に
直
接
関
与
し
て
い
な
い
債
務
者
に
対
し

て
も
、
生
じ
得
る
。
①
で
は
債
権
者
は
利
益
を
受
け
、
②
で
は
債
務
者
は
負
担
を
被
る
の
で
、
ス
ピ
ロ
は
両
者
を
別
個
に
論
じ
る
（
S.

420）。
ス
ピ
ロ
は
①
②
の
順
で
論
じ
る
が
、
②
の
記
述
の
ほ
う
が
詳
細
で
あ
る
た
め
、
本
稿
で
は
②
①
の
順
で
ス
ピ
ロ
の
見
解
を
紹
介

す
る
。

⚑

中
断
行
為
に
直
接
関
与
し
て
い
な
い
債
務
者
に
対
し
て
中
断
効
を
拡
張
す
る
根
拠

⑴

全
体
消
滅
時
効
（
§
183）

全
体
消
滅
時
効
Gesam
tverjährung
と
個
別
消
滅
時
効
Einzelverjährung
と
い
う
概
念
は
耳
慣
れ
な
い
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
が
、

全
体
消
滅
時
効
の
例
と
し
て
は
、
基
本
権
と
し
て
の
定
期
金
債
権
の
消
滅
時
効
（
ス
債
一
三
一
条
一
項
、
日
民
一
六
八
条
）
を
（
S.

132）、
個
別
消
滅
時
効
の
例
と
し
て
は
、
支
分
権
と
し
て
の
定
期
給
付
債
権
の
消
滅
時
効
（
平
成
二
九
年
改
正
前
日
民
一
六
九
条
）
を

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
全
体
消
滅
時
効
に
か
か
る
権
利
を
「
基
本
権
Stam
m
recht
(8
)」、
個
別
消
滅
時
効
に
か
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か
る
権
利
を
「
支
分
権(9
)」
と
呼
ぶ
。

支
分
権
に
つ
い
て
は
、
個
別
消
滅
時
効
と
全
体
消
滅
時
効
と
が
二
重
に
進
行
し
、
個
別
消
滅
時
効
だ
け
で
な
く
全
体
消
滅
時
効
に

よ
っ
て
も
支
分
権
は
消
滅
す
る
（
ス
債
一
三
一
条
二
項
・
一
三
三
条
）（
S.133
(10
)）。

個
別
消
滅
時
効
は
全
体
消
滅
時
効
か
ら
独
立
し
て
進
行
を
開
始
す
る
が(11
)、
全
体
消
滅
時
効
は
最
初
の
支
分
権
の
履
行
期
か
ら
進
行
す

る
（
ス
債
一
三
一
条
一
項
、
日
民
一
六
八
条
一
項
二
号
〔
た
だ
し
一
号
〕）。
た
だ
し
、
支
分
権
の
弁
済
は
債
務
者
の
承
認
と
な
り
（
ス

債
一
三
五
条
一
号
）、
そ
れ
に
よ
り
全
体
消
滅
時
効
が
中
断
さ
れ
る(12
)。
全
体
消
滅
時
効
は
支
分
権
の
訴
求
に
よ
っ
て
も
中
断
さ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
年
金
が
一
九
六
〇
年
か
ら
開
始
し
、
六
七
年
に
初
め
て
六
四
年
の
年
金
が
訴
求
さ
れ
た
場
合
、
六
八
年
の
年
金
は
全
体
消

滅
時
効
の
起
算
時
（
六
〇
年
）
か
ら
一
〇
年
で
（
七
〇
年
に
）
消
滅
時
効
に
か
か
る
（
ス
債
一
二
七
条
〔
消
滅
時
効
期
間
の
原
則
は
一

〇
年
〕）
の
で
は
な
く
、
六
八
年
の
年
金
の
満
期
後
五
年
で
（
七
三
年
に
）
個
別
消
滅
時
効
に
か
か
る
（
ス
債
一
二
八
条
一
号
〔
支
分

権
の
消
滅
時
効
期
間
は
五
年
〕）。
な
ぜ
な
ら
、
全
体
消
滅
時
効
は
六
七
年
に
中
断
し
た
た
め
七
七
年
に
完
成
す
る
か
ら
で
あ
る
（
SS.

133-134,
SS.416-417）。

全
体
消
滅
時
効
が
当
事
者
の
異
別
や
交
替
を
顧
慮
せ
ず
に
進
行
す
る
場
合
に
は
、
Ｘ
の
も
と
で
全
体
消
滅
時
効
が
中
断
す
る
と
、
Ｙ

に
対
し
て
も
そ
の
効
力
を
及
ぼ
す
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
Ｘ
合
名
会
社
に
対
す
る
訴
え
は
退
社
員
Ｙ
に
対
す
る
消
滅
時
効
に
も
効

力
を
及
ぼ
す
が
、
退
社
時
か
ら
Ｙ
の
た
め
に
進
行
し
て
い
る
個
別
消
滅
時
効
に
は
効
力
を
及
ぼ
さ
な
い
（
ス
債
五
九
三
条
）。
Ｘ
合
名

会
社
に
対
す
る
債
権
が
一
九
六
〇
年
に
満
期
と
な
り
、
Ｙ
が
六
三
年
に
会
社
に
加
入
し
た
が
六
七
年
に
退
社
し
、
債
権
者
が
六
九
年
に

Ｘ
に
対
し
て
金
銭
執
行
し
betreiben
(13
)
た
が
、
Ｙ
に
対
し
て
し
な
か
っ
た
と
き
、
Ｙ
の
債
務
は
、
六
〇
年
か
ら
一
〇
年
後
（
七
〇
年
）

で
は
な
く
、
六
七
年
か
ら
五
年
後
（
七
二
年
）
に
消
滅
時
効
に
か
か
る(14
)。
Ｙ
が
Ｘ
の
も
と
で
進
行
し
て
い
る
全
体
消
滅
時
効
を
自
己
の

た
め
に
主
張
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
Ｘ
の
も
と
で
全
体
消
滅
時
効
が
中
断
さ
れ
た
こ
と
も
自
己
の
不
利
に
妥
当
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
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か
ら
で
あ
る
（
SS.417-418,
S.439）。

同
様
の
こ
と
は
、
甲
請
求
権
が
乙
請
求
権
の
存
続
を
前
提
に
し
て
い
る
場
合
に
も
妥
当
す
る
。
す
な
わ
ち
、
乙
請
求
権
の
消
滅
時
効

の
効
力
が
甲
請
求
権
に
及
ぶ
の
で
あ
れ
ば
、
乙
請
求
権
の
時
効
中
断
効
も
甲
請
求
権
に
及
ぶ
。
し
た
が
っ
て
、
主
た
る
債
務
者
に
対
す

る
消
滅
時
効
の
中
断
効
は
保
証
人
に
も
及
び
、
賠
償
義
務
者
（
加
害
者
）
に
対
す
る
中
断
効
は
責
任
保
険
者
に
も
及
ぶ
（
SS.440-441）。

⑵

代
理
権
・
授
権(15
)（
§§
184-185）

中
断
行
為
は
、
債
務
者
だ
け
で
な
く
、
債
務
者
の
代
理
人
等
に
対
し
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
代
理
権
・
授
権
は
、
制
定
法
に

よ
っ
て
授
与
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
し
、
債
務
者
に
よ
っ
て
（
事
情
に
よ
っ
て
は
黙
示
的
に
）
授
与
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
し
、
事
後
的
に

追
認
・
追
完
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
（
SS.441-444）。
わ
が
国
で
も
、
民
法
一
六
〇
条(16
)は
時
効
完
成
を
阻
止
す
る
行
為
を
相
続
財
産
管

理
人
や
破
産
管
財
人(17
)に
対
し
て
な
し
う
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
。
債
務
者
の
代
理
人
に
よ
る
承
認
を
認
め
た
判
例
も
あ
る(18
)。

⑶

善
意
保
護
Gutglaubensschutz（
§
186）

ス
ピ
ロ
に
よ
る
と
、
債
権
者
が
宥
恕
さ
れ
る
錯
誤
に
よ
り
あ
る
者
を
債
務
者
と
誤
解
し
て
請
求
し
た
場
合
や
、
債
権
者
が
あ
る
者
を

債
務
者
と
誤
解
し
そ
の
者
の
承
認
で
十
分
だ
と
考
え
た
場
合
に
、
債
権
者
の
保
護
が
必
要
と
な
り
う
る
。
た
と
え
ば
、
登
記
簿
に
対
す

る
信
頼
が
保
護
さ
れ
、
登
記
名
義
人
か
ら
の
取
得
者
が
権
利
を
取
得
す
る
場
合
に
は(19
)、
登
記
名
義
人
を
責
任
負
担
者
た
る
工
作
物
所
有

者
と
考
え
、
登
記
名
義
人
に
対
す
る
金
銭
執
行
に
よ
っ
て
損
害
賠
償
請
求
権
の
消
滅
時
効
は
中
断
さ
れ
る
と
信
じ
た
者
は
、
保
護
に
値

す
る
（
SS.449-450）。

⚒

中
断
行
為
に
直
接
関
与
し
て
い
な
い
債
権
者
の
た
め
に
中
断
効
を
拡
張
す
る
根
拠

ス
ピ
ロ
は
項
目
と
し
て
は
「
代
理
・
追
認
」
の
み
を
立
て
る
が
（
§
178）、
内
容
に
即
す
る
な
ら
ば
、
以
下
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。

論 説
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⑴

代
理
権
・
授
権

債
権
者
自
身
が
消
滅
時
効
を
中
断
す
る
必
要
は
な
く
、
債
権
者
の
代
理
人
や
、
債
権
者
の
た
め
に
行
為
す
る
権
限
を
有
す
る
者
（
例
、

遺
言
執
行
者(20
)・
破
産
管
財
人
）
が
中
断
行
為
を
し
た
場
合
に
も
、
債
権
者
の
た
め
に
中
断
効
が
生
ず
る
。
非
債
権
者
（
表
見
相
続
人
・

表
見
譲
受
人
な
ど
）
が
債
権
を
訴
求
し
た
場
合
に
は
、
追
認
・
追
完
に
よ
り
、
権
利
者
に
猶
予
期
間
が
与
え
ら
れ
得
る
（
SS.

420-423
(21
)）。

わ
が
国
で
も
、
民
法
一
五
八
条
一
項
は
法
定
代
理
人
が
、
一
六
〇
条
は
相
続
財
産
管
理
人
や
破
産
管
財
人
が
時
効
完
成
を
阻
止
す
る

行
為
を
な
し
う
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
。
債
権
者
の
代
理
人
に
対
す
る
承
認
を
認
め
た
判
例
も
あ
る(22
)。

⑵

全
体
消
滅
時
効

一
個
の
請
求
権
の
主
張
又
は
承
認
に
よ
っ
て
同
時
に
全
体
消
滅
時
効
が
中
断
さ
れ
る
と
、
そ
の
効
力
は
他
の
債
権
者
に
も
及
び
得
る
。

た
と
え
ば
、
ス
イ
ス
法
で
は
権
利
の
上
に
用
益
権
が
設
定
で
き
る
が
（
ス
イ
ス
民
法
七
四
五
条
以
下
）、
一
九
六
〇
年
か
ら
利
息
が
付

く
Ａ
の
債
権
を
六
七
年
ま
で
Ｂ
が
用
益
し
、
六
九
年
に
Ｂ
が
六
五
～
六
七
年
の
利
息
を
訴
求
す
る
と
、
元
本
債
権
及
び
利
息
債
権
の
消

滅
時
効
は
Ａ
の
た
め
に
も
中
断
す
る
結
果
、
六
八
年
の
利
息
債
権
は
七
三
年
に
消
滅
時
効
に
か
か
り
、
元
本
債
権
は
七
七
年
に
消
滅
時

効
に
か
か
る
こ
と
に
な
る
（
SS.420-421）。

⑶

善
意
保
護
の
裏
返
し

表
見
債
権
者
が
現
れ
る
場
合
に
善
意
の
債
務
者
が
保
護
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
表
見
債
権
者
の
行
為
も
債
務
者
に
妥
当
さ
せ
ね
ば
な

ら
な
い
（
S.424）。
わ
が
国
の
制
度
に
即
し
て
言
え
ば
、
表
見
受
領
権
者
に
対
す
る
弁
済
が
効
力
を
有
す
る
場
面
（
日
民
四
七
八
条
）

に
お
い
て
、
表
見
受
領
権
者
が
債
務
者
に
対
し
裁
判
上
の
請
求
を
し
た
と
き
は
、
時
効
完
成
を
阻
止
す
る
効
力
は
真
の
債
権
者
に
生
ず

る
。
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三

個
別
事
例
の
検
討

ス
ピ
ロ
は
以
上
の
総
論
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
個
別
事
例
に
当
て
は
め
て
説
明
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
い
く
つ
か
を
紹
介
し
、
日

本
法
へ
の
受
容
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

⚑

連
帯
債
権
・
不
可
分
債
権

⑴

ス
イ
ス
法

ス
イ
ス
法
に
よ
る
と
、
数
人
の
債
権
者
に
対
し
て
不
可
分
給
付
の
義
務
が
負
担
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
債
務
者
は
債、

権、

者、

全、

員、

に、

対、

し、

て、

給
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
各、

債
権
者
は
債、

権、

者、

全、

員、

に、

対、

す、

る、

給
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
ス
債
七
〇
条
一
項(23
)）。
連

帯
債
権
の
場
合
も
各
債
権
者
は
全
部
の
給
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
債
務
者
は
連
帯
債
権
者
の
一
人
に
対
す
る
給
付
に
よ
り

免
責
さ
れ
る
（
ス
債
一
五
〇
条
二
項(24
)）。

ス
ピ
ロ
は
、
一
個
の
請
求
権
の
主
張
が
、
競
合
す
る
請
求
権
の
消
滅
時
効
を
も
中
断
し
（
§
169）、
か
つ
、
債
権
者
の
異
別
が
中
断

効
を
排
除
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
連
帯
債
権
者
・
不
可
分
債
権
者
の
一
人
に
よ
る
中
断
は
、
追
認
が
あ
る
場
合
に
は
、
他
の
連
帯
債
権

者
・
不
可
分
債
権
者
に
対
し
て
も
効
力
を
生
ず
る
と
す
る
（
SS.427-428）。

⑵

日
本
法

日
本
法
で
は
、
平
成
二
九
年
民
法
改
正
に
よ
り
、
連
帯
債
権
に
関
す
る
規
律
が
新
設
さ
れ
た
。
民
法
四
三
二
条
に
よ
る
と
、
数
人
が

連
帯
債
権
を
有
す
る
と
き
は
、「
各
債
権
者
は
、
全
て
の
債
権
者
の
た
め
に
全
部
又
は
一
部
の
履
行
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
」
る
。

そ
し
て
、
こ
の
規
定
は
不
可
分
債
権
に
も
準
用
さ
れ
る
（
民
四
二
八
条
）。
こ
の
よ
う
に
請
求
に
は
絶
対
効
が
あ
る
た
め(25
)、
債
権
者
の

論 説
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一
人
の
請
求
に
よ
り
他
の
債
権
者
の
た
め
に
も
時
効
完
成
が
阻
止
さ
れ
る
。

そ
の
根
拠
と
し
て
、
平
成
二
九
年
改
正
前
、
民
法
旧
四
二
八
条
で
同
趣
旨
を
規
定
し
て
い
た
不
可
分
債
権
に
関
し
、「
内
部
的
に
は

他
の
債
権
者
に
帰
属
す
べ
き
分
に
つ
い
て
ま
で
一
債
権
者
が
い
わ
ば
代
理
権
（
授
権
）
を
有
し
て
い
る
」
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た(26
)。

さ
ら
に
遡
る
と
、
旧
民
法
債
権
担
保
編
七
四
条
一
項
が
、「
債
権
者
間
ノ
連
帯
即
チ
働
方
連
帯
ハ
権
利
ノ
保
存
及
ヒ
行
使
ニ
付
キ
其
債

権
者
ヲ
シ
テ
互
ニ
代
人
タ
ラ
シ
ム
」
と
規
定
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
連
帯
債
権
・
不
可
分
債
権
に
つ
い
て
債
権
者
の
一
人
の
請
求

に
よ
る
時
効
障
害
の
効
力
を
他
の
債
権
者
に
拡
張
す
る
根
拠
は
、
従
前
か
ら
代
理
権
・
授
権
に
求
め
ら
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
合
意

に
よ
る
連
帯
債
権
の
成
立
を
、
債
権
者
全
員
と
債
務
者
の
合
意
が
あ
る
場
合
に
限
定
す
る
な
ら
ば(27
)、
債
権
者
は
相
互
に
代
理
権
・
授
権

を
授
与
し
た
と
い
う
説
明
も
容
易
に
な
る(28
)。

⚒

合
名
会
社

⑴

ス
イ
ス
法

ス
イ
ス
法
で
は
、
合
名
会
社
は
組
合
の
一
種
で
あ
り
、
法
人
格
を
持
た
な
い(29
)。
合
名
会
社
社
員
は
会
社
の
全
債
務
に
つ
い
て
他
の
社

員
と
連
帯
し
て
無
限
責
任
を
負
う
が
（
ス
債
五
六
八
条
一
項
）、
社
員
責
任
は
補
充
的
な
も
の
で
あ
り
、
退
社
後
で
あ
っ
て
も
そ
の
退

社
員
の
破
産
又
は
会
社
の
解
散
・
目
的
不
成
就
の
場
合
に
初
め
て
個
人
的
に
訴
求
さ
れ
得
る
（
同
条
三
項
前
段
）（
SS.89-91）。

合
名
会
社
に
対
す
る
債
権
の
満
期
に
よ
り
、
全
体
消
滅
時
効
は
社
員
の
個
人
責
任
に
対
し
て
も
進
行
を
開
始
す
る
が
、
全
体
消
滅
時

効
は
会
社
に
対
す
る
行
為
に
よ
っ
て
常
に
中
断
さ
れ
る
（
S.440,
A
nm
.6）。
合
名
会
社
の
業
務
執
行
者
又
は
清
算
人
が
合
名
会
社

の
名
に
お
い
て
債
務
を
承
認
し
た
と
き
は
、
中
断
効
は
社
員
の
個
人
責
任
に
も
及
ぶ
（
S.441）。
ス
ピ
ロ
は
そ
の
根
拠
を
、
社
員
は

合
名
会
社
へ
の
加
入
に
よ
っ
て
業
務
執
行
者
及
び
清
算
人
に
対
し
社
員
に
義
務
を
負
担
さ
せ
る
授
権
を
授
与
し
た
こ
と
に
求
め
て
い
る
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（
S.444）。

⑵

日
本
法

日
本
法
で
は
合
名
会
社
は
法
人
格
を
持
つ
（
会
社
三
条
）。
合
名
会
社
社
員
は
、
会
社
財
産
を
も
っ
て
そ
の
債
務
を
完
済
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
場
合
又
は
会
社
財
産
に
対
す
る
強
制
執
行
が
そ
の
効
を
奏
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
連
帯
し
て
、
会
社
債
務
を
弁
済
す
る

責
任
を
負
う
（
会
社
五
八
〇
条
一
項
）。

会
社
債
務
と
社
員
責
任
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
次
の
三
説
が
あ
る
。
ま
ず
、
①
会
社
が
甲
債
務
を
負
担
す
る
と
と
も
に
、
社
員
も
同

一
の
甲
債
務
を
負
担
す
る
と
い
う
説
で
あ
る
。
次
に
、
②
会
社
の
甲
債
務
を
弁
済
す
る
と
い
う
甲
債
務
と
は
別
個
の
乙
債
務
を
、
社
員

は
甲
債
務
の
発
生
と
と
も
に
負
担
す
る
と
い
う
説
で
あ
る(30
)。
最
後
に
、
③
社
員
は
会
社
の
甲
債
務
を
弁
済
す
る
責
任
の
み
を
負
担
し
、

債
務
を
負
担
し
な
い
と
い
う
説
（「
債
務
な
き
責
任
」
を
認
め
る
説
）
で
あ
る(31
)。
①
説
は
、
合
名
会
社
を
法
人
と
す
る
規
定
を
欠
く
ド

イ
ツ
法(32
)・
ス
イ
ス
法
の
下
で
は
と
も
か
く
、
会
社
と
社
員
が
別
個
の
法
人
格
を
有
す
る
日
本
法
の
下
で
は
成
り
立
ち
得
な
い
と
さ
れ
る
。

わ
が
国
で
は
、
か
つ
て
は
②
説
が
通
説
だ
っ
た
が
、
近
時
は
③
説
が
多
数
説
と
さ
れ
る(33
)。

組
合
債
務
と
組
合
員
責
任
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
類
似
の
議
論
が
あ
る
。
た
だ
し
、
組
合
員
責
任
は
、
無
限
責
任
社
員
の
補
充
的
な

連
帯
無
限
責
任
と
は
異
な
り
、
併
存
的
な
分
割
無
限
責
任
で
あ
る
（
民
六
七
五
条
二
項
）。
組
合
員
責
任
を
「
債
務
な
き
責
任
」
と
す

る
有
力
説
（
我
妻
）
が
あ
る
が(34
)、
組
合
員
は
責
任
だ
け
で
な
く
債
務
も
負
う
と
い
う
説
が
多
数
を
占
め
る(35
)。
我
妻
は
各
組
合
員
に
対
す

る
給
付
訴
訟
を
認
め
る
が(36
)、
そ
れ
に
対
し
て
は
、
組
合
員
に
債
務
を
認
め
な
い
こ
と
と
の
関
係
が
問
題
視
さ
れ
て
い
る(37
)。

｢債
務
な
き
責
任
」
の
典
型
は
物
上
保
証
人
や
第
三
取
得
者
の
所
有
す
る
担
保
目
的
物
が
担
保
権
に
服
し
て
い
る
状
態
（
物
的
有
限

責
任
）
で
あ
る
が(38
)、
債
権
者
が
物
上
保
証
人
等
に
対
し
て
債
務
の
弁
済
を
求
め
て
給
付
訴
訟
を
提
起
し
て
も
、
物
上
保
証
人
等
は
債
務

を
負
担
し
て
い
な
い
の
で
請
求
は
棄
却
さ
れ
る
。
し
か
る
に
、
会
社
債
権
者
の
無
限
責
任
社
員
に
対
す
る
給
付
訴
訟
に
つ
い
て
は
請
求

論 説
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認
容
判
決
が
下
さ
れ
て
お
り(39
)、
こ
の
場
合
、
社
員
は
会
社
債
権
者
に
対
し
て
債
務
を
負
担
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
判

例
を
含
め
た
現
行
法
の
理
解
と
し
て
は
、
②
説
が
正
当
で
あ
る
。

そ
し
て
、
判
例
は
ま
ず
、
退
社
登
記
前
の
会
社
債
務
の
時
効
消
滅
に
よ
る
退
社
員
の
責
任
消
滅
を
認
め
た
事
件
に
お
い
て
、「
社
員

ノ
債
務
ハ
会
社
債
務
ニ
附
従
ス
ル
性
質
ヲ
有
シ
会
社
債
務
ニ
シ
テ
時
効
其
ノ
他
ノ
事
由
ニ
因
リ
消
滅
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
社
員
ノ
責
任
モ
亦

当
然
ニ
消
滅
ス
」
と
判
示
し
た(40
)。
他
方
で
、
判
例
は
、
清
算
人
の
承
認
に
よ
る
会
社
債
務
の
時
効
中
断
を
認
め
た
事
件
に
お
い
て
、
社

員
責
任
は
「
会
社
債
務
ノ
消
滅
セ
サ
ル
限
リ
存
ス
ヘ
ク
其
ノ
性
質
上
独
立
シ
テ
消
滅
時
効
ノ
目
的
タ
リ
得
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
述
べ
て

い
る(41
)。
両
判
例
か
ら
、
ⓐ
会
社
債
務
が
時
効
消
滅
す
る
と
社
員
責
任
も
付
従
的
に
消
滅
す
る
こ
と
、
ⓑ
会
社
債
務
が
時
効
消
滅
し
な
い

限
り
社
員
責
任
は
消
滅
し
な
い
こ
と
は
わ
か
る
が
、
ⓒ
社
員
責
任
自
体
の
消
滅
時
効
が
進
行
す
る
の
か
否
か
、
ⓓ
進
行
す
る
と
し
て
、

会
社
債
務
の
時
効
中
断
効
が
社
員
責
任
に
及
ぶ
の
か
は
、
明
ら
か
で
な
い
。
学
説
上
は
、
社
員
の
一
人
に
対
す
る
請
求
権
が
時
効
に

よ
っ
て
消
滅
し
得
る
こ
と
を
認
め
る
見
解
が
あ
る(42
)。「
会
社
債
権
者
カ
会
社
ニ
対
シ
請
求
ヲ
ナ
シ
タ
ル
ト
キ
…
…
会
社
ニ
対
ス
ル
時
効

中
断
ノ
効
力
ヲ
無
限
責
任
社
員
ニ
及
ホ
ス
モ
ノ
ト
シ
敢
テ
怪
シ
ム
モ
ノ
ナ
キ
」
と
す
る
上
告
理
由
に
対
し
て
、「
商
法
第
七
十
三
条

〔
現
会
社
法
六
一
二
条
〕
ニ
依
ル
退
社
員
ノ
責
任
ハ
退
社
ノ
登
記
後
二
年
ノ
法
定
期
間
ノ
経
過
ニ
依
リ
消
滅
ス
ヘ
ク
此
ノ
期
間
内
ニ
退

社
員
ニ
対
シ
請
求
ナ
キ
限
リ
仮
令
会
社
ニ
対
シ
請
求
ア
リ
タ
リ
ト
ス
ル
モ
退
社
員
ハ
責
任
ヲ
免
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
」
と
し
た
判
例
が
あ

る
が(43
)、
こ
の
事
件
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
退
社
員
の
責
任
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
判
例
・
学
説
は
明
確
で
な
い
が
、
以
下
で
は
、
会
社

債
務
の
時
効
中
断
効
が
社
員
責
任
に
及
ぶ
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
そ
の
根
拠
を
探
究
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

社
員
が
二
人
以
上
の
場
合
、
合
名
会
社
の
内
部
関
係
は
組
合
的
性
質
を
持
つ
の
で
、
組
合
員
責
任
の
発
生
根
拠
に
目
を
転
じ
る
と
、

「
組
合
契
約
で
業
務
執
行
組
合
員
を
定
め
な
い
場
合
に
は
、
各
組
合
員
は
、
原
則
と
し
て
、
各
自
単
独
で
、
組
合
目
的
の
遂
行
に
必
要

な
範
囲
で
、
す
べ
て
の
組
合
員
を
代
理
す
る
権
限
を
有
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る(44
)」、「
組
合
契
約
で
一
部
の
組
合
員
を
業
務
執
行
組
合
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員
と
し
た
場
合
」
に
は
、「
業
務
執
行
組
合
員
は
、
原
則
と
し
て
、
各
自
、
組
合
目
的
の
遂
行
に
必
要
な
範
囲
で
、
組
合
の
た
め
に
一

切
の
行
為
を
す
る
代
理
権
を
有
す
る(45
)」
と
い
う
記
述
（
我
妻
）
に
出
く
わ
す
。
平
成
二
九
年
民
法
改
正
に
よ
り
組
合
代
理
に
関
す
る
六

七
〇
条
の
二
が
新
設
さ
れ
た
が
、
組
合
員
及
び
組
合
員
た
る
業
務
執
行
者
の
代
理
権
は
組
合
契
約
に
内
在
す
る
も
の
な
の
で
任
意
代
理

権
で
あ
り(46
)、
組
合
契
約
が
あ
れ
ば
同
条
が
適
用
さ
れ
代
理
権
が
発
生
す
る(47
)と
解
さ
れ
て
い
る
。
か
か
る
組
合
法
理
を
合
名
会
社
に
準
用

す
れ
ば(48
)、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
会
社
債
務
の
時
効
障
害
の
効
力
が
社
員
責
任
に
及
ぶ
根
拠
を
、
社
員
は
合
名
会
社
に
加
入
す
る
こ
と

に
よ
り
業
務
執
行
者
及
び
清
算
人
に
対
し
社
員
に
義
務
を
負
担
さ
せ
る
権
限
を
授
与
し
た
こ
と
に
求
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う(49
)。

⚓

責
任
保
険

責
任
保
険
に
関
し
て
は
、
被
害
者
が
保
険
者
に
対
し
直
接
請
求
権
（
例
、
自
賠
一
六
条
一
項
）
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
被
害

者
・
保
険
者
間
で
直
接
請
求
権
の
時
効
完
成
が
阻
止
さ
れ
た
と
き
に
そ
の
効
力
が
被
害
者
の
加
害
者
（
被
保
険
者
）
に
対
す
る
損
害
賠

償
請
求
権
に
及
ぶ
か
、
逆
に
、
被
害
者
・
加
害
者
間
で
損
害
賠
償
請
求
権
の
時
効
完
成
が
阻
止
さ
れ
た
と
き
に
そ
の
効
力
が
直
接
請
求

権
に
及
ぶ
か
、
と
い
う
問
い
が
生
ず
る
。

⑴

ス
イ
ス
法

ス
イ
ス
で
は
こ
の
問
い
を
肯
定
す
る
特
別
法
が
存
在
し
て
い
た
が
（
S.436）、
二
〇
一
八
年
に
ス
イ
ス
債
務
法
に
「
保
険
者
に
対

す
る
直
接
請
求
権
が
存
在
す
る
限
り
に
お
い
て
、
保
険
者
に
対
す
る
中
断
は
債
務
者
に
対
し
て
も
そ
の
効
力
を
生
じ
、
債
務
者
に
対
す

る
中
断
は
保
険
者
に
対
し
て
も
そ
の
効
力
を
生
ず
る
」
と
い
う
規
定
（
一
三
六
条
四
項
）
が
新
設
さ
れ
、
二
〇
二
〇
年
か
ら
施
行
さ
れ

て
い
る(50
)。

ス
ピ
ロ
は
ま
ず
、
責
任
保
険
契
約
は
、
通
例
、
損
害
賠
償
請
求
権
を
承
認
す
る
保
険
者
の
授
権
（
保
険
者
が
損
害
賠
償
請
求
権
を
承
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認
で
き
る
権
限
）
を
含
ん
で
お
り
、
直
接
請
求
権
の
主
張
又
は
承
認
は
、
損
害
賠
償
請
求
権
の
主
張
又
は
承
認
を
含
ん
で
い
る
と
い
う

理
由
で
、
被
害
者
・
保
険
者
間
の
時
効
中
断
効
が
加
害
者
に
及
ぶ
こ
と
を
正
当
化
す
る
（
S.444,
A
nm
.8）。
他
方
、
甲
請
求
権

（
直
接
請
求
権
）
が
乙
請
求
権
（
損
害
賠
償
請
求
権
）
の
存
続
を
前
提
に
し
て
い
る
場
合
、
乙
請
求
権
の
消
滅
時
効
の
効
力
が
甲
請
求

権
に
及
ぶ
の
で
あ
れ
ば
、
乙
請
求
権
の
時
効
中
断
効
も
甲
請
求
権
に
及
ぶ
（
二
⚑
⑴
）
と
い
う
理
由
で
、
被
害
者
・
加
害
者
間
の
時
効

中
断
効
が
保
険
者
に
及
ぶ
こ
と
を
正
当
化
す
る
（
SS.440-441）。

⑵

日
本
法

わ
が
国
で
は
責
任
保
険
一
般
に
つ
き
直
接
請
求
権
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
が
、
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
に
つ
い
て
は
直
接
請
求

権
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
損
害
賠
償
請
求
権
と
直
接
請
求
権
の
関
係
に
つ
き
判
例
・
学
説
が
存
在
す
る
の
で
、
そ
れ
を
主
た
る
検
討
の

対
象
と
し
、
任
意
保
険
に
つ
い
て
も
付
随
的
に
触
れ
る
。

ま
ず
、
消
滅
時
効
の
起
算
点
・
期
間
に
つ
い
て
は
、
損
害
賠
償
請
求
権
は
民
法
の
規
律
に
従
う
（
自
賠
四
条
）。
平
成
二
九
年
民
法

改
正
に
よ
り
、
生
命
・
身
体
侵
害
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
短
期
の
消
滅
時
効
期
間
は
、
三
年
か
ら
五
年
に
延
長
さ
れ
た
（
民
七
二

四
条
・
七
二
四
条
の
二
）。
他
方
で
、
直
接
請
求
権
は
、「
被
害
者
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
が
損
害
及
び
保
有
者
を
知
つ
た
時
か
ら
三
年

を
経
過
し
た
と
き
は
、
時
効
に
よ
つ
て
消
滅
す
る
」（
自
賠
一
九
条
）。
直
接
請
求
権
に
関
し
て
は
、
平
成
二
〇
年
保
険
法
制
定
に
伴
い

二
年
の
期
間
が
三
年
に
延
長
さ
れ
、
平
成
二
九
年
民
法
改
正
に
伴
い
起
算
点
が
明
記
さ
れ
た
。

自
賠
法
に
よ
る
と
、
直
接
請
求
権
は
、
自
賠
法
三
条
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
発
生
を
要
件
と
す
る
（
自
賠
一
六
条
一
項
）。
指

導
的
判
例
に
よ
る
と
、
損
害
賠
償
請
求
権
と
直
接
請
求
権
は
「
別
個
独
立
の
も
の
と
し
て
併
存
」
し
、
直
接
請
求
権
を
一
部
放
棄
し
て

も
、
特
別
の
事
情
の
な
い
限
り
、
損
害
賠
償
請
求
権
を
も
放
棄
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い(51
)。
し
か
し
、
そ
の
後
の
判
例
は
、「
自
動
車

損
害
賠
償
責
任
保
険
は
、
保
有
者
が
被
害
者
に
対
し
て
損
害
賠
償
責
任
を
負
担
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
被
る
損
害
を
填
補
す
る
こ
と
を
目
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的
と
す
る
責
任
保
険
で
あ
る
と
こ
ろ
、
被
害
者
及
び
保
有
者
双
方
の
利
便
の
た
め
の
補
助
的
手
段
と
し
て
、
自
賠
法
一
六
条
一
項
に
基

づ
き
、
被
害
者
は
保
険
会
社
に
対
し
て
直
接
損
害
賠
償
額
の
支
払
を
請
求
し
得
る
も
の
と
し
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
趣
旨
に
か
ん

が
み
る
と
、
こ
の
直
接
請
求
権
の
成
立
に
は
、
自
賠
法
三
条
に
よ
る
被
害
者
の
保
有
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
債
権
が
成
立
し
て
い
る
こ

と
が
要
件
と
な
つ
て
お
り
、
ま
た
、
右
損
害
賠
償
債
権
が
消
滅
す
れ
ば
、
右
直
接
請
求
権
も
消
滅
す
る
」
と
し
て
、
損
害
賠
償
請
求
権

が
混
同
で
消
滅
し
た
と
き
に
直
接
請
求
権
の
消
滅
を
認
め
た(52
)。
別
の
判
例
も
、
直
接
請
求
権
は
被
害
者
が
保
有
者
に
対
し
て
損
害
賠
償

請
求
権
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
で
、
損
害
賠
償
請
求
権
が
第
三
者
に
転
付
さ
れ
る
と
、
被
害
者
は
転
付
さ

れ
た
債
権
額
の
限
度
に
お
い
て
直
接
請
求
権
を
失
う
と
す
る(53
)。

以
上
の
判
例
を
前
提
に
す
る
と
、
損
害
賠
償
請
求
権
が
時
効
消
滅
し
た
場
合
に
は
、
直
接
請
求
権
も
消
滅
す
る
こ
と
に
な
ろ
う(54
)。
他

方
で
、
直
接
請
求
権
が
時
効
消
滅
し
て
も
損
害
賠
償
請
求
権
は
消
滅
せ
ず
、「
被
保
険
者
〔
加
害
者
〕
は
、
被
害
者
に
対
す
る
損
害
賠

償
額
に
つ
い
て
自
己
が
支
払
を
し
た
限
度
に
お
い
て
の
み
、
保
険
会
社
に
対
し
て
保
険
金
の
支
払
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
」（
自

賠
一
五
条
）。
つ
ま
り
、
直
接
請
求
権
の
時
効
消
滅
後
に
加
害
者
が
被
害
者
に
損
害
賠
償
を
し
た
場
合
に
も
、
保
険
金
請
求
権
の
時
効

起
算
点
は
賠
償
金
支
払
時
な
の
で(55
)、
加
害
者
は
保
険
会
社
か
ら
填
補
を
受
け
得
る(56
)。

時
効
障
害
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
損
害
賠
償
請
求
権
の
時
効
中
断
は
直
接
請
求
権
に
効
力
を
及
ぼ
さ
な
い
と
い
う
前
提
で
、
実
務
は

動
い
て
い
た
と
み
ら
れ
る(57
)。
た
と
え
ば
、
被
害
者
が
事
故
の
翌
年
に
加
害
者
に
対
し
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
を
提
起
し
、
事
故
か
ら
約
三

年
二
箇
月
後
に
勝
訴
判
決
が
確
定
し
た
後
、
保
険
会
社
に
対
し
て
直
接
請
求
し
た
が
、
直
接
請
求
権
の
時
効
消
滅
が
認
め
ら
れ
た
事
件

が
あ
る(58
)。
損
害
賠
償
請
求
権
の
時
効
中
断
が
直
接
請
求
権
に
効
力
を
及
ぼ
す
な
ら
ば
、
直
接
請
求
権
の
時
効
消
滅
は
認
め
ら
れ
な
か
っ

た
は
ず
で
あ
る(59
)（
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
主
張
は
さ
れ
て
い
な
い
）。
も
っ
と
も
、
損
害
賠
償
請
求
権
の
時
効
中
断
効
は
直
接
請
求
権

に
も
及
ぶ
と
す
る
見
解
も
あ
る(60
)。
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他
方
で
、
直
接
請
求
権
の
時
効
中
断
は
損
害
賠
償
請
求
権
に
効
力
を
及
ぼ
す
か
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
も
、
否
定
説
が
優
勢
で
あ
る(61
)。

そ
の
根
拠
と
し
て
、
両
者
は
別
個
の
権
利
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る(62
)。
し
か
し
、
肯
定
説
も
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
、
直
接
請

求
権
の
法
的
性
質
に
つ
き
責
任
免
脱
給
付
説
を
採
り
、
保
険
者
の
義
務
を
加
害
者
の
損
害
賠
償
義
務
に
つ
い
て
の
併
存
的
債
務
引
受
に

よ
っ
て
説
明
し
、
両
義
務
の
関
係
を
連
帯
債
務
と
捉
え
、
直
接
請
求
権
の
行
使
に
よ
り
損
害
賠
償
請
求
権
に
時
効
中
断
効
が
生
ず
る
と

す
る
説
が
あ
る(63
)。
ま
た
、
任
意
保
険
に
関
し
て
は
、
保
険
会
社
が
示
談
等
代
行
条
項(64
)に
基
づ
き
被
保
険
者
の
同
意
を
得
て
示
談
提
示
を

行
っ
た
場
合
に
は
、
代
理
人
に
よ
る
債
務
の
承
認
に
該
当
す
る
と
い
う
理
由
で
損
害
賠
償
請
求
権
の
時
効
中
断
を
認
め
る
裁
判
例
・
学

説
が
あ
る(65
)。

ス
ピ
ロ
は
、
直
接
請
求
権
の
時
効
中
断
効
が
損
害
賠
償
請
求
権
に
も
及
ぶ
根
拠
を
保
険
者
の
授
権
に
求
め
て
い
た
。
実
際
、
多
く
の

国
の
責
任
保
険
約
款
に
は
、
被
害
者
と
の
間
の
賠
償
交
渉
や
訴
訟
追
行
を
加
害
者
が
保
険
者
に
委
託
し
、
保
険
者
が
関
与
権
（
和
解
契

約
締
結
権
・
訴
訟
管
理
権
）
を
有
す
る
旨
の
規
定
（
和
解
権
付
与
条
項
・
訴
訟
指
揮
約
款
）
が
設
け
ら
れ
て
い
る(66
)。
わ
が
国
の
裁
判
例

に
も
、
任
意
保
険
に
関
し
て
は
、
保
険
会
社
が
示
談
等
代
行
条
項
に
基
づ
き
損
害
賠
償
請
求
権
に
つ
い
て
代
理
権
を
有
す
る
と
し
た
も

の
が
あ
っ
た
。
自
賠
責
保
険
も
保
険
会
社
と
被
保
険
者
と
の
契
約
に
基
づ
く
も
の
な
の
で
、
保
険
者
の
授
権
を
自
賠
責
保
険
で
も
認
め

る
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
。
昭
和
三
九
年
の
わ
が
国
の
指
導
的
判
例
は
、「
自
動
車
事
故
が
生
じ
た
場
合
被
害
者
側
が
加
害
者
側
か
ら
損

害
賠
償
を
う
け
、
次
に
賠
償
し
た
加
害
者
が
保
険
会
社
か
ら
保
険
金
を
受
け
取
る
こ
と
を
原
則
と
し
、
た
だ
被
害
者
お
よ
び
加
害
者
双

方
の
利
便
の
た
め
に
補
助
的
手
段
と
し
て
、
被
害
者
側
か
ら
保
険
会
社
に
直
接
一
定
の
範
囲
内
に
お
け
る
損
害
額
の
支
払
を
請
求
し
得

る
」
と
述
べ
る
が(67
)、
今
日
、
直
接
請
求
は
例
外
的
な
支
払
方
法
で
は
な
い(68
)。
し
た
が
っ
て
、
直
接
請
求
権
の
前
提
で
あ
る
損
害
賠
償
請

求
権
に
つ
い
て
は
、
保
険
会
社
に
関
与
権
を
認
め
、
被
害
者
と
保
険
会
社
と
の
間
で
一
回
的
解
決
を
図
る
な
ら
ば
、
被
害
者
は
加
害
者

と
の
関
係
で
時
効
完
成
を
阻
止
す
る
必
要
が
な
く
な
り
、
加
害
者
も
防
禦
の
負
担
か
ら
解
放
さ
れ
、
社
会
全
体
に
と
っ
て
も
効
率
的
だ
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ろ
う
。

⚔

連
帯
債
務

⑴

ス
イ
ス
法

ス
イ
ス
債
務
法
一
三
六
条
一
項
は
、
ス
ピ
ロ
の
著
作
が
出
た
時
点
で
は
、《
連
帯
債
務
者
の
一
人
に
対
す
る
消
滅
時
効
の
中
断
は
、

他
の
連
帯
債
務
者
に
対
し
て
も
、
そ
の
効
力
を
生
ず
る
》
旨
を
規
定
し
て
い
た
。
し
か
し
、
確
定
判
例
に
よ
る
と
、
同
条
項
は
真
正
連

帯
債
務
に
の
み
適
用
さ
れ
、
不
真
正
連
帯
債
務
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
債
権
者
が
消
滅
時
効
を
中
断
し
た
場
合
に
の
み
同
条
項

は
適
用
さ
れ
、（
異
説
は
あ
る
が
）
連
帯
債
務
者
の
一
人
が
債
権
を
承
認
し
た
場
合
に
は
同
条
項
は
適
用
さ
れ
な
い
と
解
さ
れ
て
い
た
。

連
帯
債
務
者
の
一
人
は
、
そ
の
個
人
的
行
為
に
よ
っ
て
他
の
連
帯
債
務
者
の
状
況
を
悪
化
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
ス
債
一
四
六

条
）
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
二
〇
一
八
年
の
改
正
で
、
一
三
六
条
一
項
に
「
中
断
が
債
権
者
の
行
為
に
基
づ
く
限
り
」
と
い
う
文
言

が
追
加
さ
れ
た(69
)。

ス
ピ
ロ
に
よ
る
と
、
連
帯
債
務
者
の
一
人
に
対
す
る
中
断
は
、
連
帯
債
務
者
全
員
に
対
す
る
全
体
消
滅
時
効
に
常
に
効
力
を
及
ぼ
す
。

そ
の
限
り
で
ス
イ
ス
債
務
法
一
三
六
条
の
規
定
は
不
当
で
は
な
い
（
S.440）。
連
帯
債
務
の
設
定
に
よ
り
、
連
帯
債
務
者
の
一
人
又

は
各
々
に
授
権
が
授
与
さ
れ
得
る
し
、
非
常
に
し
ば
し
ば
授
与
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
授
権
が
、
義
務
の
競
合
や
連
帯
、
発
生
原

因
・
目
的
の
一
体
性
に
基
づ
き
直
ち
に
授
与
さ
れ
る
か
は
別
問
題
で
あ
る
。
授
権
の
授
与
が
消
滅
時
効
の
目
的
に
合
致
し
、
連
帯
債
務

者
が
そ
れ
に
耐
え
得
る
の
は
、
連
帯
債
務
者
が
他
の
連
帯
債
務
者
の
義
務
負
担
に
同
意
し
た
場
合
や
、
自
己
の
義
務
を
引
き
受
け
た
際

に
他
の
連
帯
債
務
者
を
知
っ
て
い
た
場
合
に
限
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ス
イ
ス
債
務
法
一
三
六
条
一
項
の
よ
う
な
一
般
的
文
言
の
規
定

の
適
用
も
、
か
か
る
諸
場
合
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
条
項
を
真
正
連
帯
債
務
に
の
み
適
用
し
、
不
真
正
連
帯
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債
務
に
は
適
用
し
な
い
判
例
は
支
持
で
き
る
。
し
か
し
、
相
互
に
授
権
を
授
与
す
る
債
務
者
の
意
思
は
、
債
務
者
が
相
互
に
知
り
合
い

で
あ
り
、
共
同
で
義
務
を
負
担
す
る
と
き
で
さ
え
、
推
定
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
。
債
権
者
に
一
方
的
に
有
利
な
行
為
を
容
易
に
し
、
自

身
を
不
意
討
ち
に
さ
ら
す
行
為
は
、
債
務
者
に
と
っ
て
利
益
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
債
権
者
も
そ
の
よ
う
な
意
思
を
想
定

し
て
は
な
ら
ず
、
授
権
を
要
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
債
権
者
が
授
権
を
要
求
し
な
い
と
き
は
、
債
権
者
は
授
権
に
価
値
を
置
い
て

い
な
い
と
債
務
者
は
考
え
て
よ
い
（
SS.444-447）。

⑵

日
本
法

連
帯
債
務
に
関
し
、
平
成
二
九
年
改
正
前
民
法
は
、
多
く
の
絶
対
的
効
力
事
由
を
定
め
て
い
た
（
民
旧
四
三
二
～
四
三
九
条
）。
そ

し
て
、
そ
の
説
明
の
仕
方
に
つ
い
て
は
、
主
観
的
共
同
関
係
説
と
相
互
保
証
説
と
が
対
立
し
て
い
た(70
)。
ま
ず
、
主
観
的
共
同
関
係
説
は
、

連
帯
債
務
者
間
に
は
主
観
的
な
共
同
目
的
が
あ
り
、
互
い
に
結
合
し
て
い
る
関
係
に
あ
る
と
し
て
、
連
帯
債
務
者
の
一
人
に
つ
い
て
生

じ
た
事
由
が
他
の
連
帯
債
務
者
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
と
す
る(71
)。
こ
れ
に
対
し
て
、
相
互
保
証
説
は
、
連
帯
債
務
者
は
、
相
互
に
自
己
の

負
担
部
分
の
限
度
で
主
た
る
債
務
者
の
地
位
に
立
ち
、
他
の
連
帯
債
務
者
の
負
担
部
分
の
限
度
で
保
証
人
の
地
位
に
立
つ
と
し
て
、
連

帯
債
務
者
の
一
人
に
つ
い
て
生
じ
た
事
由
が
他
の
連
帯
債
務
者
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
と
す
る(72
)。
し
か
し
、
両
説
と
も
、「
債
務
者
間
に

緊
密
な
主
体
的
結
合
関
係
が
存
す
る
こ
と
を
、
連
帯
債
務
の
特
質
と
み
て
い
る
」
と
い
う
指
摘
が
あ
り(73
)、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
時
効
中
断

事
由
で
あ
る
請
求
の
絶
対
効
（
民
旧
四
三
四
条
）
を
、
連
帯
債
務
者
は
主
体
的
結
合
関
係
に
お
い
て
相
互
に
請
求
受
領
権
限
を
授
与
し

た
と
い
う
構
成
に
よ
り
正
当
化
す
る
こ
と
も
可
能
だ
っ
た
。
判
例
は
不
真
正
連
帯
債
務
の
場
合
に
請
求
の
絶
対
効
を
否
定
し
て
い
た
が(74
)、

共
同
不
法
行
為
者
間
に
共
謀
が
あ
る
場
合
に
も
損
害
賠
償
請
求
の
受
領
権
限
を
相
互
に
授
与
す
る
こ
と
は
考
え
難
い
か
ら
、
こ
の
判
例

は
支
持
で
き
る
だ
ろ
う
。

し
か
る
に
、
改
正
民
法
は
絶
対
的
効
力
事
由
を
更
改
・
相
殺
・
混
同
だ
け
に
削
減
し
た
が
（
民
四
三
八
～
四
四
〇
条
）、
そ
れ
に
至
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る
過
程
で
、
民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
は
、
連
帯
債
務
者
間
に
協
働
関
係
が
あ
る
場
合
に
の
み
請
求
の
絶
対
効
を
認
め
る
と

い
う
注
目
す
べ
き
提
言
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
協
働
関
係
が
あ
る
場
合
以
外
に
も
、
請
求
に
対
す
る
絶
対
効
の
特
約
に
よ
る
付
与

を
認
め
る
規
定
の
可
能
性
に
言
及
す
る
。
し
か
し
、
特
約
が
あ
る
場
合
は
連
帯
債
務
者
間
に
請
求
受
領
に
つ
い
て
代
理
権
が
あ
り
、
代

理
人
に
対
す
る
請
求
が
本
人
と
の
関
係
で
効
力
が
生
じ
る
の
は
当
然
な
の
で
、
特
に
規
定
す
る
ま
で
も
な
い
と
述
べ
る(75
)。
し
た
が
っ
て
、

協
働
関
係
が
あ
る
場
合
に
は
代
理
権
を
否
定
す
る
趣
旨
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
協
働
関
係
の
具
体
例
と
し
て
、「
連
帯
債
務
者
間
で
共

同
事
業
が
営
ま
れ
、
そ
の
事
業
に
つ
い
て
債
務
が
負
担
さ
れ
た
場
合
」
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
他
方
で
、「
組
合
契
約
と
は
、
各
当
事

者
が
出
資
を
し
て
共
同
の
事
業
を
営
む
こ
と
を
合
意
す
る
契
約
で
あ
る
」
と
定
義
し(76
)、「
組
合
の
常
務
に
関
す
る
行
為
に
つ
い
て
は
、

各
組
合
員
は
、
当
然
に
、
他
の
組
合
員
を
代
理
し
て
行
為
を
す
る
権
限
を
有
す
る
」
と
す
る(77
)。
し
た
が
っ
て
、
協
働
関
係
の
あ
る
少
な

く
と
も
一
部
の
場
合
に
は
、
連
帯
債
務
者
間
に
請
求
受
領
に
つ
い
て
の
代
理
権
が
授
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
改
正
民
法
で
は
こ
の
構
想
は
採
用
さ
れ
ず
、
請
求
の
絶
対
効
を
否
定
し
つ
つ
、「
債
権
者
及
び
他
の
連
帯
債
務
者
の
一
人

が
別
段
の
意
思
を
表
示
し
た
と
き
は
、
当
該
他
の
連
帯
債
務
者
に
対
す
る
効
力
は
、
そ
の
意
思
に
従
う
」
と
い
う
規
定
が
設
け
ら
れ
た

（
民
四
四
一
条
）。
こ
こ
で
は
、
連
帯
債
務
者
間
の
関
係
で
は
な
く
、
債
権
者
と
連
帯
債
務
者
の
一
人
と
の
合
意
に
着
目
さ
れ
て
い
る
。

法
制
審
議
会
で
の
議
論
を
簡
単
に
振
り
返
っ
て
お
く
と
、
中
間
試
案
ま
で
の
段
階
で
は
、
連
帯
債
務
者
間
に
密
接
な
利
益
共
同
関
係
・

協
働
関
係
が
あ
る
場
合
に
限
り
履
行
の
請
求
に
絶
対
効
を
認
め
る
と
す
る
考
え
方
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
が
、
基
準
が
不
明
確
だ
と

さ
れ
、
中
間
試
案
で
は
当
事
者
間
に
別
段
の
合
意
が
あ
る
場
合
に
例
外
的
に
請
求
に
絶
対
効
を
認
め
る
案
が
提
示
さ
れ
た
。
当
事
者
と

し
て
想
定
さ
れ
て
い
た
の
は
、
債
権
者
と
連
帯
債
務
者
全
員
で
あ
る(78
)。
し
か
し
、
第
三
読
会
の
段
階
で
、「
効
力
が
及
ぶ
こ
と
に
つ
い

て
利
害
関
係
が
あ
る
者
の
合
意
が
あ
れ
ば
十
分
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
に
基
づ
き(79
)、
そ
れ
が
規
定
上
明
ら
か
に
さ
れ(80
)、
現
行
法
に
結
実

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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⚕

保
証
債
務

⑴

ス
イ
ス
法

ス
イ
ス
債
務
法
一
三
六
条
二
項
は
、
ス
ピ
ロ
の
著
作
が
出
た
時
点
で
は
、「
主
た
る
債
務
者
に
対
す
る
消
滅
時
効
の
中
断
は
、
保
証

人
に
対
し
て
も
、
そ
の
効
力
を
生
ず
る
」
と
規
定
し
て
い
た
が
、
二
〇
一
八
年
の
改
正
で
、
連
帯
債
務
と
同
じ
く
、
同
条
項
に
「
中
断

が
債
権
者
の
行
為
に
基
づ
く
限
り
」
と
い
う
文
言
が
追
加
さ
れ
た(81
)。
他
方
で
、
同
条
三
項
は
、
ス
ピ
ロ
の
著
作
が
出
た
時
点
か
ら
今
日

に
至
る
ま
で
、「
保
証
人
に
対
す
る
中
断
は
、
主
た
る
債
務
者
に
対
し
て
、
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。

ス
ピ
ロ
は
、
同
条
二
項
の
効
果
を
保
証
債
務
の
付
従
性
や
補
充
性
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
つ
つ
（
SS.434-

435,
S.443,
A
nm
.5）、
以
下
の
理
路
を
た
ど
る
。
甲
請
求
権
が
乙
請
求
権
の
存
続
を
前
提
に
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
乙
請
求

権
の
消
滅
時
効
の
効
力
が
甲
請
求
権
に
及
ぶ
と
き
は
、
乙
請
求
権
の
時
効
中
断
効
も
甲
請
求
権
に
及
ぶ
（
二
⚑
⑴
）。
保
証
債
務
は
主

債
務
の
存
続
を
前
提
と
し
、
主
債
務
者
に
対
す
る
消
滅
時
効
は
、
保
証
債
務
が
時
効
に
か
か
っ
て
い
な
い
場
合
に
も
、
付
従
性
に
よ
り

保
証
人
を
免
責
す
る
（
S.436,
A
nm
.24）。
し
た
が
っ
て
、
主
債
務
者
に
対
す
る
時
効
中
断
効
は
保
証
人
に
も
及
ぶ
（
S.440）。
た

だ
し
、
ス
ピ
ロ
は
、「
時
効
中
断
効
は
保
証
人
に
も
及
ぶ
」
が
「
保
証
債
務
の
時
効
も
中
断
さ
れ
る
」
と
い
う
広
い
意
味
を
持
た
な
い

の
で
あ
れ
ば
、
同
条
二
項
は
是
認
で
き
る
だ
ろ
う
が
、
同
条
項
の
文
言
、
実
際
的
意
義
の
減
少
、
判
例
に
お
け
る
伝
統
的
理
解
は
、
か

か
る
制
限
的
解
釈
を
支
持
し
て
い
な
い
と
述
べ
、
同
条
二
項
に
疑
念
を
呈
し
て
い
る
（
S.440,
A
nm
.11）。
ま
た
、
ス
ピ
ロ
は
、
同

条
二
項
を
「
保
証
債
務
は
主
た
る
債
務
者
の
過
責
又
は
遅
滞
の
法
律
効
果
を
包
含
す
る
」
と
規
定
す
る
ス
イ
ス
債
務
法
四
九
九
条
二
項

一
号
で
承
認
さ
れ
た
《
保
証
人
は
主
た
る
債
務
者
の
他
の
行
為
も
自
己
に
対
し
て
妥
当
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
》
と
い
う
思
想
の
適
用
だ

と
も
言
う
（
S.443,
A
nm
.5）。
こ
の
基
礎
付
け
は
主
債
務
者
の
承
認
に
よ
る
時
効
中
断
効
が
保
証
人
に
及
ぶ
場
面
に
よ
く
当
て
は

ま
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
同
条
二
項
に
は
「
中
断
が
債
権
者
の
行
為
に
基
づ
く
限
り
」
と
い
う
文
言
が
追
加
さ
れ
た
。
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他
方
で
、
ス
ピ
ロ
は
、
同
条
三
項
の
効
果
を
保
証
債
務
の
補
充
性
に
求
め
て
い
る
。
主
債
務
者
は
、
債
権
者
が
ま
ず
自
分
に
か
か
っ

て
く
る
こ
と
を
期
待
し
て
よ
い
の
で
（
S.435,
A
nm
.23）、
債
権
者
が
保
証
人
に
か
か
っ
て
い
っ
た
と
し
て
も
、
請
求
さ
れ
な
い
こ

と
に
対
す
る
主
債
務
者
の
信
頼
は
損
な
わ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る(82
)。

⑵

日
本
法

｢主
た
る
債
務
者
に
対
す
る
履
行
の
請
求
そ
の
他
の
事
由
に
よ
る
時
効
の
完
成
猶
予
及
び
更
新
は
、
保
証
人
に
対
し
て
も
、
そ
の
効

力
を
生
ず
る
」（
民
四
五
七
条
一
項
）。
判
例
は
、
主
債
務
者
が
な
し
た
債
務
承、

認、

に
よ
る
時
効
中
断
効
が
連、

帯、

保、

証、

人、

に
及
ぶ
こ
と
も

認
め
て
い
る(83
)。
同
条
項
は
、
保
証
人
に
対
し
て
主
債
務
の
時
効
障
害
の
効
力
が
及
ぶ
こ
と
だ
け
で
な
く
、
保
証
債
務
自
体
に
つ
い
て
も

時
効
障
害
の
効
力
が
生
ず
る
こ
と
を
定
め
て
い
る(84
)。
判
例
は
、「
民
法
四
五
七
条
一
項
は
、
主
た
る
債
務
が
時
効
に
よ
っ
て
消
滅
す
る

前
に
保
証
債
務
が
時
効
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
の
規
定
で
あ
り
、
も
っ
ぱ
ら
主
た
る
債
務
の
履
行
を
担
保
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
保
証
債
務
の
附
従
性
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
」
と
説
明
す
る
が(85
)、
近
時
の
通
説
は
、
主
債
務
が
時
効
消
滅
す
る
前
に
保
証

債
務
が
時
効
消
滅
し
な
い
よ
う
に
し
て
特
に
債
権
の
担
保
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
政
策
的
規
定
だ
と
説
明
す
る(86
)。

他
方
で
、
保
証
債
務
に
時
効
障
害
事
由
が
生
じ
て
も
、
主
債
務
に
そ
の
効
力
は
及
ば
な
い(87
)。
連
帯
保
証
の
場
合
に
は
、
平
成
二
九
年

民
法
改
正
前
は
、
連
帯
保
証
人
に
対
す
る
請
求
は
主
債
務
者
に
対
し
て
も
効
力
を
生
じ
た
が
（
民
旧
四
五
八
条
→
旧
四
三
四
条
）、
改

正
に
よ
り
旧
四
三
四
条
は
削
ら
れ
た
。
現
在
は
、
債
権
者
及
び
主
債
務
者
が
別
段
の
意
思
を
表
示
し
た
と
き
に
の
み
、
連
帯
保
証
人
に

生
じ
た
時
効
障
害
の
効
力
が
主
債
務
者
に
及
ぶ
（
民
四
五
八
条
→
四
四
一
条(88
)）。

ス
ピ
ロ
の
《
甲
請
求
権
が
乙
請
求
権
の
存
続
を
前
提
に
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
乙
請
求
権
の
消
滅
時
効
の
効
力
が
甲
請
求
権
に

及
ぶ
と
き
は
、
乙
請
求
権
の
時
効
中
断
効
も
甲
請
求
権
に
及
ぶ
》
と
い
う
考
え
方
は
、
わ
が
国
で
も
、
主
債
務
に
つ
い
て
の
時
効
障
害

の
効
力
が
保
証
人
に
及
ぶ
こ
と
の
正
当
化
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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ま
ず
、
か
か
る
考
え
方
は
、
わ
が
国
の
判
例
に
も
採
用
さ
れ
て
い
る
。
同、

一、

当、

事、

者、

間、

に、

お、

い、

て、

、
訴
訟
物
と
し
て
の
乙
請
求
権
の

主
張
が
甲
請
求
権
の
主
張
の
一
態
様
・
一
手
段
と
み
ら
れ
る
よ
う
な
牽
連
関
係
が
あ
る
場
合
に
は
、
甲
請
求
権
は
訴
訟
物
に
な
っ
て
い

な
く
て
も
、
訴
え
の
提
起
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
時
効
中
断
効
が
認
め
ら
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る(89
)。
た
と
え
ば
、「
手
形
授
受
の
当
事

者
間
に
お
い
て
は
、
手
形
債
権
は
、
…
…
原
因
債
権
の
支
払
の
手
段
と
し
て
機
能
し
こ
れ
と
併
存
す
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
債
権
者
の
手

形
金
請
求
の
訴
え
は
、
原
因
債
権
の
履
行
請
求
に
先
立
ち
そ
の
手
段
と
し
て
提
起
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
」
る
か
ら
、「
債
務
の
支
払

の
た
め
に
手
形
が
授
受
さ
れ
た
当
事
者
間
に
お
い
て
債
権
者
の
す
る
手
形
金
請
求
の
訴
え
の
提
起
は
、
原
因
債
権
の
消
滅
時
効
を
中
断

す
る
効
力
を
有
す
る(90
)」。
ま
た
、
原
債
権
は
「
求
償
権
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
存
在
す
る
附
従
的
な
権
利
」
な
の
で(91
)、
保
証

人
に
よ
る
届
出
債
権
（
原
債
権
）
の
名
義
変
更
の
申
出
は
、「
求
償
権
の
満
足
を
得
よ
う
と
し
て
す
る
届
出
債
権
の
行
使
で
あ
っ
て
、

求
償
権
に
つ
い
て
、
時
効
中
断
効
の
肯
認
の
基
礎
と
さ
れ
る
権
利
の
行
使
が
あ
っ
た
も
の
と
評
価
」
で
き
る
か
ら
、
求
償
権
の
消
滅
時

効
は
中
断
す
る(92
)。

次
に
、
異、

主、

体、

間、

に、

お、

い、

て、

、
森
田
宏
樹
が
時
効
中
断
効
の
人
的
拡
張
の
理
由
と
し
て
付
従
性
を
挙
げ
る
（
一
）
の
も
同
じ
発
想
で

あ
る
。
保
証
債
務
の
付
従
性
は
主
債
務
の
存
在
を
前
提
と
す
る
か
ら
で
あ
る(93
)。
し
か
し
、
ス
ピ
ロ
が
疑
念
を
呈
し
、
わ
が
国
の
近
時
の

通
説
が
認
め
る
よ
う
に
、
保
証
債
務
の
付
従
性
で
基
礎
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
保
証
人
が
主
債
務
の
時
効
を
援
用
で
き
る
と
こ

ろ
ま
で
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
根
拠
条
文
は
、
民
法
四
五
七
条
一
項
で
は
な
く
、
保
証
人
は
保、

証、

債、

務、

の、

付、

従、

性、

に、

基、

づ、

き、(94
)主
債

務
者
の
有
す
る
抗
弁
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
定
め
る
同
条
二
項
に
求
め
る
べ
き
だ
ろ
う(95
)。
そ
の
よ
う
に
解
す
る
と
き
、
民
法

四
五
七
条
一
項
は
、
主
債
務
に
時
効
障
害
事
由
が
生
じ
た
と
き
に
保
証
債
務
の
時
効
完
成
も
阻
止
さ
れ
る
旨
を
定
め
て
い
る
と
み
る
こ

と
に
な
る(96
)。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
ス
ピ
ロ
が
述
べ
る
と
こ
ろ
（
S.440,
A
nm
.11）
を
わ
が
国
に
当
て
は
め
れ
ば
、
ま
ず
、
民
法
旧

四
三
四
条
の
「
連
帯
債
務
者
の
一
人
に
対
す
る
履
行
の
請
求
は
、
他
の
連
帯
債
務
者
に
対
し
て
も
、
そ
の
効
力
を
生
ず
る
」
と
い
う
規
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定
が
、
他
の
連
帯
債
務
者
の
連
帯
債
務
の
時
効
完
成
を
阻
止
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
以
上
、
民
法
四
五
七
条
一
項
の
「
保
証
人
に
対
し

て
も
、
そ
の
効
力
を
生
ず
る
」
も
、
保
証
債
務
の
時
効
完
成
を
阻
止
す
る
と
い
う
意
味
に
解
す
る
の
が
、
文
言
上
は
自
然
で
あ
る
。
次

に
、
保
証
債
務
の
時
効
完
成
が
阻
止
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
主
債
務
の
時
効
障
害
の
効
力
が
保
証
人
に
及
ぶ
こ
と
の
実
際
的
意
義
が
減
少

す
る
。
こ
の
理
由
は
、
わ
が
国
の
近
時
の
通
説
が
政
策
的
規
定
の
理
由
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
と
同
旨
だ
ろ
う(97
)。

以
上
の
よ
う
に
解
す
る
な
ら
ば
、
被
担
保
債
権
の
時
効
障
害
の
効
力
が
物
上
保
証
人
・
第
三
取
得
者
に
及
ぶ
根
拠
も
、
担
保
物
権
の

付
従
性
に
求
め
ら
れ
る(98
)。
そ
れ
に
は
明
文
の
規
定
を
要
し
な
い
が
、
物
上
保
証
人
・
第
三
取
得
者
を
時
効
援
用
権
者
と
定
め
る
民
法
一

四
五
条
を
根
拠
条
文
と
し
て
援
用
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
時
効
援
用
権
者
に
は
時
効
障
害
の
効
力
が
及
ぶ
（
森
田
）
か
ら
で
あ
る
。
た

だ
し
、
物
上
保
証
人
に
つ
い
て
は
、
被
担
保
債
権
の
時
効
障
害
の
効
力
を
抵
当
権
に
及
ぼ
す
規
定
が
あ
り
（
民
三
九
六
条
）、
こ
の
規

定
は
保
証
債
務
に
関
す
る
民
法
四
五
七
条
一
項
に
対
応
す
る
。

な
お
、
ス
ピ
ロ
は
、
主
債
務
の
時
効
中
断
効
が
保
証
人
に
及
ぶ
根
拠
に
代
理
権
・
授
権
を
援
用
し
な
い
が
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
は
、
主

債
務
者
は
保
証
人
を
代
表
す
る
か
ら
債
権
者
と
主
債
務
者
の
間
の
判
決
の
既
判
力
は
保
証
人
に
拡
張
さ
れ
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
付

言
し
て
お
く(99
)。

四

お
わ
り
に

以
上
で
本
稿
で
の
考
察
を
終
え
る
。
ス
ピ
ロ
が
挙
げ
た
時
効
障
害
の
効
力
の
人
的
拡
張
の
根
拠
の
う
ち
、
特
に
代
理
権
・
授
権
に
よ

る
説
明
は
、
日
本
民
法
で
も
広
い
範
囲
で
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
根
拠
に
よ
る
場
合
、
債
務
者
側
が
複
数
の

と
き
は
、
債
務
者
間
の
関
係
が
決
定
的
に
重
要
と
な
る
。
そ
の
点
で
、
債
務
者
の
一
人
と
債
権
者
と
の
関
係
に
着
目
し
、
例
外
的
に
絶

対
効
を
認
め
る
民
法
四
四
一
条
た
だ
し
書
の
方
向
性
に
は
、
や
や
疑
問
を
感
じ
る(100
)。
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残
さ
れ
た
課
題
と
し
て
は
、
ま
ず
、
時
効
障
害
の
効
力
が
人
的
に
拡
張
さ
れ
て
い
る
他
の
個
別
事
例
の
扱
い
が
問
題
と
な
る
。
①
代

理
権
・
授
権
、
全
体
消
滅
時
効
、
善
意
保
護
に
よ
る
説
明
が
可
能
な
も
の
の
ほ
か
、
②
別
の
説
明
を
要
す
る
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
し
、

正
当
化
が
困
難
な
事
例
に
つ
い
て
は
、
逆
に
、
③
効
力
の
人
的
拡
張
を
否
定
す
る
と
い
う
道
も
あ
ろ
う
。
そ
の
検
討
を
終
え
れ
ば
、
人

的
拡
張
の
根
拠
の
全
体
像
を
提
示
で
き
る
。
し
か
し
現
在
、
新
型
コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
大
学
図
書
館
が
閉
鎖
さ
れ
て
お
り
、
十
分
な
研
究

が
で
き
な
い
。
や
や
中
途
半
端
で
あ
る
が
、
一
旦
こ
こ
で
ま
と
ま
り
を
付
け
る
こ
と
に
し
た
い
。

[付
記
]
本
稿
は
、
二
〇
一
八
～
二
〇
二
〇
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
（
Ｃ
）（
研
究
課
題
／
領
域
番
号
18K
01337）
の
助
成
を

受
け
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

(⚑
)
平
成
二
九
年
民
法
改
正
に
よ
り
、
時
効
障
害
制
度
は
中
断
・
停
止
か
ら
更
新
・
完
成
猶
予
へ
と
再
構
成
さ
れ
た
が
（
そ
の
詳
細
に
つ
い
て

は
、
大
久
保
邦
彦
「
民
法
（
債
権
関
係
）
改
正
に
よ
る
時
効
障
害
制
度
の
再
構
成
―
―
中
断
・
停
止
か
ら
更
新
・
完
成
猶
予
へ
―
―
」
阪
大
法

学
六
八
巻
三
号
〔
二
〇
一
八
〕
四
八
三
頁
以
下
を
参
照
）、
本
稿
で
は
、
改
正
前
の
判
例
・
学
説
に
つ
い
て
は
中
断
・
停
止
と
い
う
用
語
を
そ

の
ま
ま
用
い
、
U
nterbrechung
を
中
断
と
訳
し
て
い
る
。
中
断
の
効
果
に
つ
い
て
は
、
ス
イ
ス
債
務
法
〔
ス
債
〕
一
三
七
～
一
三
八
条
を

参
照
。
な
お
、
ス
イ
ス
に
は
、
進
行
停
止
の
制
度
が
あ
る
（
ス
債
一
三
四
条
）。
ス
イ
ス
の
制
定
法
は
以
下
の
サ
イ
ト
で
検
索
で
き
る
。
https://

w
w
w
.adm
in.ch/gov/de/start.htm
l

(⚒
)
た
と
え
ば
、
四
宮
和
夫
『
民
法
総
則
〔
第
四
版
補
正
版
〕』〔
弘
文
堂
・
一
九
九
六
〕
三
一
八
頁
注
（
⚑
）。
起
草
者
が
す
で
に
平
成
二
九

年
改
正
前
民
法
一
四
八
条
（
現
一
五
三
条
）
の
根
拠
と
し
て
、
鉤
括
弧
内
の
法
格
言
を
援
用
し
て
い
る
（
梅
謙
次
郎
『
民
法
要
義
巻
之
一
総
則

編
〔
訂
正
増
補
第
三
三
版
〕』〔
有
斐
閣
書
房
・
一
九
一
一
〕
三
八
〇
頁
）。

(⚓
)
鉤
括
弧
内
は
、
松
久
三
四
彦
『
時
効
判
例
の
研
究
』〔
信
山
社
・
二
〇
一
五
〕
一
七
八
頁
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
松
久
三
四
彦
『
時
効
制

度
の
構
造
と
解
釈
』〔
有
斐
閣
・
二
〇
一
一
〕
二
四
五
頁
に
も
同
旨
の
記
述
が
あ
る
。

(⚔
)
学
説
の
概
観
と
し
て
、
森
田
宏
樹
「
時
効
援
用
権
者
の
画
定
基
準
に
つ
い
て
（
二
・
完
）」
曹
時
五
四
巻
七
号
〔
二
〇
〇
二
〕
八
頁
注
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（
66
）。

(⚕
)
四
宮
『
民
法
総
則
〔
第
四
版
補
正
版
〕』
三
一
八
頁
注
（
⚑
）、
小
野
憲
一
「
詐
害
行
為
の
受
益
者
と
取
消
債
権
者
の
債
権
の
消
滅
時
効
の

援
用
」『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
平
成
十
年
度
』
六
四
〇
頁
。

(⚖
)
森
田
・
前
掲
注
（
⚔
）
三
～
六
頁
。
森
田
は
ⓑ
の
理
由
を
判
例
・
通
説
と
み
て
い
る
が
（
同
一
一
頁
）、
近
時
の
通
説
は
民
法
四
五
七
条

一
項
の
根
拠
を
保
証
の
付
従
性
に
は
求
め
て
い
な
い
（
潮
見
佳
男
『
新
債
権
総
論
Ⅱ
』〔
信
山
社
・
二
〇
一
七
〕
六
九
一
頁
）。

(⚗
)
K
arlSpiro,D
ie
Begrenzung
privaterRechte
durch
V
erjährungs-,V
erw
irkungs-
und
Fatalfristen,2
Bände,1975.以
下
、

§
番
号
又
は
頁
数
の
み
で
引
用
す
る
。

(⚘
)
Gesam
tforderung
と
い
う
語
も
用
い
ら
れ
る
。
ス
イ
ス
債
務
法
一
三
一
条
一
項
で
は
、
das
Forderungsrechtim
Ganzen
と
い
う

語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
（
BSK
［
Basler
K
om
m
entar］
O
R［
O
bligationenrecht］
I［
6.A
ufl.,2015］
-RobertK
.D
äppen/in,A
rt.

131
N
2）。

(⚙
)
支
分
権
は
、
弁
済
期
が
到
来
し
個
別
消
滅
時
効
が
進
行
し
て
い
る
「
現
在
の
支
分
権
」
と
、
弁
済
期
未
到
来
で
個
別
消
滅
時
効
が
ま
だ
進

行
し
て
い
な
い
「
将
来
の
支
分
権
」
と
に
分
類
で
き
る
。
利
息
債
権
に
つ
き
、
奥
田
昌
道
『
債
権
総
論
〔
増
補
版
〕』〔
悠
々
社
・
一
九
九
二
〕

五
七
～
六
〇
頁
を
参
照
。

(10
)
大
判
大
正
九
・
五
・
二
五
民
録
二
六
輯
七
五
九
頁
「
時
効
ノ
効
力
ハ
其
起
算
日
ニ
遡
ル
カ
故
ニ
元
本
債
権
カ
時
効
ニ
因
リ
消
滅
シ
タ
ル
ト

キ
ハ
其
効
力
ハ
起
算
日
ニ
遡
リ
元
本
債
権
ハ
其
日
以
後
ニ
於
テ
ハ
存
在
セ
サ
ル
コ
ト
ト
為
リ
一
旦
起
算
日
以
後
ニ
発
生
シ
タ
ル
履
行
遅
滞
ニ
基

ク
損
害
金
債
権
ハ
元
本
債
権
ノ
消
滅
ノ
結
果
ト
シ
テ
当
然
発
生
セ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
」。

(11
)
大
判
大
正
六
・
二
・
一
四
民
録
二
三
輯
一
五
八
頁
「
弁
済
期
ニ
至
リ
タ
ル
利
息
債
権
ハ
元
本
債
権
ニ
対
シ
テ
独
立
ナ
ル
性
質
ヲ
有
ス
ル
モ

ノ
ナ
レ
ハ
元
本
債
権
ト
独
立
シ
テ
時
効
ニ
罹
ル
モ
ノ
ト
ス
」。

(12
)
日
本
法
に
つ
い
て
は
、
梅
『
民
法
要
義
巻
之
一
』
四
二
六
頁
、
川
島
武
宜
編
『
注
釈
民
法
⑸
総
則
⑸
』〔
有
斐
閣
・
一
九
六
七
〕
三
二
八

～
三
二
九
頁
［
平
井
宜
雄
］。

(13
)
Schuldbetreibung
と
い
う
方
法
に
よ
り
、
金
銭
支
払
を
目
的
と
す
る
強
制
執
行
が
行
わ
れ
る
（
A
rt.
38
Bundesgesetz
über

Schuldbetreibung
und
K
onkurs）。
Betreibung
は
通
常
「
取
立
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
本
文
で
は
「
金
銭
執
行
」
と
訳
し
て
お
い
た
。

Schuldbetreibung
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
小
池
和
彦
「
ス
イ
ス
取
立
･破
産
法
に
お
け
る
執
行
開
始
手
続
と
し
て
の
督
促
手
続
」
立
正
大
学
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法
制
研
究
所
研
究
年
報
二
〇
号
〔
二
〇
一
五
〕
三
七
頁
以
下
を
、
ス
イ
ス
の
強
制
執
行
制
度
に
つ
い
て
は
、
笹
邉
将
甫
「
ス
イ
ス
民
事
訴
訟
法

に
お
け
る
強
制
執
行
制
度
」
帝
塚
山
法
学
二
九
号
〔
二
〇
一
八
〕
六
九
頁
以
下
を
参
照
。

(14
)
ス
イ
ス
債
務
法
五
九
一
条
一
項
に
よ
る
と
、
会
社
債
権
者
の
社
員
に
対
す
る
債
権
は
、
そ
の
社
員
の
退
社
公
告
後
又
は
会
社
の
解
散
後
五

年
で
時
効
消
滅
す
る
。

(15
)
授
権
は
、
自
己
の
名
に
お
い
て
法
律
行
為
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
人
効
を
発
生
さ
せ
る
権
限
の
こ
と
で
あ
る
。
代
理
と
同
じ
よ
う
に

他
人
効
を
発
生
さ
せ
る
が
、
自
己
の
名
に
お
い
て
行
為
す
る
点
で
代
理
と
区
別
さ
れ
る
（
四
宮
『
民
法
総
則
〔
第
四
版
補
正
版
〕』
二
二
六
頁

注
（
⚒
））。
か
か
る
権
限
を
授
与
す
る
こ
と
も
「
授
権
」
と
呼
ば
れ
る
が
（
辻
正
美
『
民
法
総
則
』〔
成
文
堂
・
一
九
九
九
〕
二
六
六
頁
）、
本

稿
で
の
「
授
権
」
は
授
与
さ
れ
た
権
限
の
み
を
意
味
す
る
。
な
お
、
ス
ピ
ロ
は
「
代
理
」
の
み
を
見
出
し
に
挙
げ
る
が
、
本
稿
で
は
内
容
に
即

し
て
「
代
理
権
・
授
権
」
と
し
た
。

(16
)
民
法
一
六
〇
条
の
「
相
続
財
産
に
関
し
て
は
」
は
、「
相
続
財
産
に
対
し
て
は
」
と
「
相
続
財
産
の
た
め
に
」
の
両
者
の
意
味
を
含
む

（『
法
典
調
査
会
民
法
議
事
速
記
録
』〔
日
本
学
術
振
興
会
版
〕
五
巻
八
一
～
九
一
丁
）。

(17
)
日
本
法
に
お
け
る
破
産
管
財
人
の
法
律
上
の
地
位
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
眞
『
破
産
法
・
民
事
再
生
法
〔
第
四
版
〕』〔
有
斐
閣
・
二
〇
一

八
〕
二
一
四
～
二
二
〇
頁
を
参
照
。

(18
)
大
判
大
正
四
・
四
・
三
〇
民
録
二
一
輯
六
二
五
頁
、
大
判
大
正
八
・
五
・
一
二
民
録
二
五
輯
八
五
一
頁
、
大
判
大
正
八
・
一
二
・
二
六
民

録
二
五
輯
二
四
二
九
頁
、
大
判
昭
和
七
・
一
〇
・
三
一
民
集
一
一
巻
二
〇
六
四
頁
。
最
判
昭
和
三
五
・
一
二
・
二
三
民
集
一
四
巻
一
四
号
三
一

六
六
頁
は
、「
訴
訟
代
理
人
が
攻
撃
防
禦
の
方
法
と
し
て
相
殺
の
主
張
を
す
る
に
は
特
別
の
授
権
を
必
要
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
前
提

と
し
て
受
働
債
権
の
存
在
を
承
認
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
特
別
の
授
権
を
必
要
と
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
述
べ
る
。

(19
)
ス
イ
ス
民
法
九
七
三
条
一
項

土
地
登
記
簿
の
登
記
を
善
意
で
信
頼
し
て
所
有
権
又
は
他
物
権
を
取
得
し
た
者
は
、
こ
の
取
得
に
お
い
て

保
護
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

(20
)
日
本
法
で
は
、
従
来
、
遺
言
執
行
者
は
相
続
人
の
代
理
人
と
み
な
さ
れ
て
い
た
が
（
平
成
三
〇
年
改
正
前
日
民
一
〇
一
五
条
）、
同
条
は

改
正
さ
れ
た
（
日
民
一
〇
一
二
条
一
項
・
一
〇
一
五
条
）。

(21
)
ス
イ
ス
債
務
法
旧
一
三
九
条
は
、
訴
え
却
下
の
場
合
に
債
権
者
に
六
〇
日
の
猶
予
期
間
を
与
え
て
い
た
。

(22
)
大
判
大
正
一
〇
・
三
・
四
民
録
二
七
輯
四
〇
七
頁
。
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(23
)
BSK
O
R
I-U
rs
Leu/in,A
rt.70
N
3.ド
イ
ツ
民
法
四
三
二
条
一
項
前
段
も
同
旨
。

(24
)
BSK
O
R
I-Christoph
K
.Graber/in,A
rt.150
N
1.

(25
)
法
制
審
議
会
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
「
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
試
案
の
補
足
説
明
」（
平
成
二
五
年
七
月
四
日
補

訂
。
http://w
w
w
.m
oj.go.jp/content/000112247.pdf.以
下
で
は
「
中
間
試
案
補
足
説
明
」
と
し
て
引
用
す
る
）
二
一
〇
頁
、
潮
見
『
新

債
権
総
論
Ⅱ
』
六
二
八
頁
、
六
三
二
頁
。

(26
)
奥
田
『
債
権
総
論
〔
増
補
版
〕』
三
四
一
頁
。

(27
)
｢法
制
審
議
会
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
第
七
七
回
会
議
議
事
録
」（
http://w
w
w
.m
oj.go.jp/content/000118478.pdf）
二
七
頁
［
中

田
委
員
］。
理
由
は
、
債
権
者
の
一
人
と
債
務
者
の
合
意
に
よ
り
連
帯
債
権
が
成
立
す
る
と
他
の
債
権
者
を
害
す
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。

他
の
債
権
者
を
害
す
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
椿
寿
夫
「
複
数
の
債
権
者
と
分
割
原
則
」『
椿
寿
夫
著
作
集
⚑
多
数
当
事
者
の
債
権
関
係
』〔
信
山

社
・
二
〇
〇
六
〕
四
二
一
頁
以
下
を
参
照
。

(28
)
潮
見
『
新
債
権
総
論
Ⅱ
』
五
七
一
頁
注
18
は
、
弁
済
を
受
領
し
な
か
っ
た
債
権
者
が
分
与
を
受
け
ら
れ
な
い
リ
ス
ク
の
負
担
を
、
合
意
に

よ
る
連
帯
の
場
合
に
は
自
己
決
定
・
自
己
責
任
の
原
則
に
よ
っ
て
正
当
化
す
る
。
弁
済
受
領
の
た
め
の
代
理
権
・
授
権
を
相
互
に
授
与
し
た
か

ら
、
か
か
る
リ
ス
ク
を
負
わ
さ
れ
る
、
と
説
明
す
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。

(29
)
田
中
耕
太
郎
『
合
名
会
社
社
員
責
任
論
』〔
有
斐
閣
・
一
九
一
九
〕
四
四
～
四
六
頁
、
一
二
八
頁
、
増
田
政
章
「
合
名
会
社
の
比
較
考
察

―
―
ド
イ
ツ
・
ス
イ
ス
を
中
心
に
し
て
―
―
」
比
較
法
政
七
号
〔
一
九
七
五
〕
三
五
頁
以
下
。

(30
)
た
と
え
ば
、
田
中
『
合
名
会
社
社
員
責
任
論
』
一
二
九
頁
。

(31
)
た
と
え
ば
、
上
柳
克
郎
・
鴻
常
夫
・
竹
内
昭
夫
編
集
代
表
『
新
版
注
釈
会
社
法
⑴
会
社
総
則
・
合
名
会
社
・
合
資
会
社
』〔
有
斐
閣
・
一

九
八
五
〕
二
八
〇
～
二
八
五
頁
［
大
塚
龍
児
］。

(32
)
『新
版
注
釈
会
社
法
⑴
』
二
八
七
～
二
八
八
頁
［
大
塚
］
は
、
ド
イ
ツ
商
法
一
二
八
条
の
解
釈
に
つ
い
て
、
会
社
は
社
員
の
組
合
で
あ
り
、

会
社
の
債
務
は
社
員
の
債
務
で
あ
る
と
い
う
説
が
通
説
だ
と
す
る
。
し
か
し
、
K
indler,in
K
oller/K
indler/Roth/D
rüen,H
GB,§§
128,

129,Rn.1
は
、
現
在
の
通
説
に
よ
る
と
、
ド
イ
ツ
商
法
一
二
四
条
に
よ
り
権
利
能
力
を
有
す
る
会
社
は
主
債
務
者
と
し
て
責
任
を
負
い
、
社

員
は
保
証
人
類
似
の
責
任
を
負
う
と
す
る
。

(33
)
学
説
状
況
に
つ
い
て
は
、
實
方
正
雄
「
合
資
会
社
の
債
権
者
の
無
限
責
任
社
員
に
対
す
る
権
利
の
譲
渡
」
民
商
一
四
巻
六
号
〔
一
九
四
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一
〕
七
八
～
八
一
頁
、
神
田
秀
樹
編
『
会
社
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
14
―
持
分
会
社
⑴
』〔
商
事
法
務
・
二
〇
一
四
〕
七
六
～
七
七
頁
［
今
泉
邦

子
］。

(34
)
我
妻
栄
『
債
権
各
論
中
巻
二
』〔
岩
波
書
店
・
一
九
六
二
〕
八
一
〇
頁
。

(35
)
鈴
木
禄
弥
編
『
新
版
注
釈
民
法
⒄
債
権
⑻
』〔
有
斐
閣
・
一
九
九
三
〕
一
三
二
頁
［
品
川
孝
次
］、
中
田
裕
康
『
契
約
法
』〔
有
斐
閣
・
二

〇
一
七
〕
五
七
七
頁
。

(36
)
我
妻
『
債
権
各
論
中
巻
二
』
八
一
三
頁
。

(37
)
上
田
徹
一
郎
「
組
合
と
訴
訟
・
執
行
」『
契
約
法
大
系
Ⅴ
（
特
殊
の
契
約
⚑
）』〔
有
斐
閣
・
一
九
六
三
〕
一
四
五
頁
。

(38
)
奥
田
昌
道
編
『
法
学
講
義
民
法
⚔
債
権
総
論
』〔
悠
々
社
・
二
〇
〇
七
〕
六
九
～
七
〇
頁
［
大
久
保
邦
彦
］。

(39
)
た
と
え
ば
、
大
判
大
正
一
三
・
三
・
二
二
民
集
三
巻
一
八
五
頁
、
大
判
昭
和
九
・
九
・
二
六
新
聞
三
七
五
七
号
九
頁
（
合
資
会
社
の
事

例
）。
な
お
、
大
判
昭
和
三
・
一
〇
・
一
九
民
集
七
巻
八
〇
一
頁
の
抽
象
論
は
、「
商
法
第
六
十
三
条
〔
現
会
社
法
五
八
〇
条
一
項
一
号
〕
所
定

ノ
合
名
会
社
社
員
ノ
責
任
ハ
会
社
財
産
ヲ
以
テ
会
社
ノ
債
務
ヲ
完
済
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
場
合
ニ
於
テ
会
社
債
務
ヲ
弁
済
ス
ル
コ
ト
ヲ
内
容
ト

ス
ル
」
と
述
べ
、
②
説
に
立
つ
。

(40
)
前
掲
・
大
判
昭
和
三
・
一
〇
・
一
九
。

(41
)
前
掲
・
大
判
昭
和
九
・
九
・
二
六
。

(42
)
田
中
『
合
名
会
社
社
員
責
任
論
』
二
五
九
頁
（
本
文
で
引
用
し
た
両
判
例
よ
り
も
前
の
文
献
で
あ
る
）。
服
部
榮
三
編
『
基
本
法
コ
ン
メ

ン
タ
ー
ル
会
社
法
⚑
〔
第
七
版
〕』〔
日
本
評
論
社
・
二
〇
〇
一
〕
五
〇
～
五
一
頁
［
加
美
和
照
］
も
、
社
員
は
会
社
債
権
者
と
の
間
に
個
人

的
関
係
に
基
づ
い
て
有
す
る
抗
弁
（
た
と
え
ば
、
時
効
）
を
会
社
債
務
に
対
し
て
援
用
で
き
る
と
言
う
が
、
そ
こ
で
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、

社
員
責
任
の
消
滅
時
効
で
は
な
く
、
会
社
が
時
効
利
益
を
放
棄
し
て
も
社
員
は
会
社
債
務
の
消
滅
時
効
を
援
用
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
の
よ
う

で
あ
る
。

(43
)
大
判
昭
和
六
・
五
・
一
民
集
一
〇
巻
二
九
七
頁
。

(44
)
我
妻
『
債
権
各
論
中
巻
二
』
七
八
八
頁
。

(45
)
我
妻
『
債
権
各
論
中
巻
二
』
七
九
一
頁
。

(46
)
中
田
『
契
約
法
』
五
六
八
～
五
七
二
頁
。
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(47
)
山
本
豊
編
『
新
注
釈
民
法
⒁
債
権
⑺
』〔
有
斐
閣
・
二
〇
一
八
〕
五
二
二
頁
［
西
内
康
人
］。

(48
)
昭
和
四
一
年
改
正
前
商
法
六
八
条
は
、
合
名
会
社
の
内
部
関
係
に
組
合
に
関
す
る
民
法
の
規
定
を
準
用
し
て
い
た
。

(49
)
『新
注
釈
民
法
⒁
』
五
五
九
～
五
六
〇
頁
［
西
内
］
は
、
組
合
員
責
任
の
発
生
根
拠
に
つ
い
て
は
、
代
理
権
に
求
め
る
説
と
法
人
と
の
ア

ナ
ロ
ジ
ー
に
求
め
る
説
と
が
対
立
し
て
お
り
、
後
説
が
有
力
化
し
て
い
る
と
整
理
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
本
文
の
記
述
は
、
社
員
責
任
の

根
拠
を
代
理
権
に
求
め
て
お
り
、
両
説
が
対
立
す
る
と
は
み
て
い
な
い
。

(50
)
Botschaftzur
Ä
nderung
des
O
bligationenrechts
(V
erjährungsrecht)(https://w
w
w
.adm
in.ch/opc/de/federal-gazette

/2014/235.pdf),S.261.

(51
)
最
判
昭
和
三
九
・
五
・
一
二
民
集
一
八
巻
四
号
五
八
三
頁
。

(52
)
最
判
平
成
元
・
四
・
二
〇
民
集
四
三
巻
四
号
二
三
四
頁
。

(53
)
最
判
平
成
一
二
・
三
・
九
民
集
五
四
巻
三
号
九
六
〇
頁
。

(54
)
同
旨
の
学
説
と
し
て
、
西
島
梅
治
「
責
任
保
険
」
竹
内
昭
夫
・
龍
田
節
編
『
現
代
企
業
法
講
座
第
四
巻
企
業
取
引
』〔
東
京
大
学
出
版

会
・
一
九
八
五
〕
三
二
七
頁
（
三
三
一
頁
注
（
41
）
で
ド
イ
ツ
制
定
法
を
援
用
）
な
ど
が
あ
る
。
孝
橋
宏
「
交
通
事
故
の
被
害
者
の
保
有
者
に

対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
が
第
三
者
に
転
付
さ
れ
た
場
合
と
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
一
六
条
一
項
に
基
づ
く
被
害
者
の
保
険
会
社
に
対
す
る

損
害
賠
償
額
支
払
請
求
権
の
帰
す
う
」『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
平
成
十
二
年
度
』
二
三
八
頁
、
二
四
四
頁
（
注
三
四
）
も
参
照
。
ま

た
、
一
般
自
動
車
総
合
保
険
普
通
保
険
約
款
で
も
、
左
の
よ
う
に
同
旨
が
規
定
さ
れ
て
い
る
（
仙
台
地
判
平
成
二
五
・
一
〇
・
一
一
判
時
二
二

七
六
号
四
七
頁
よ
り
引
用
）。

第
五
章
（
一
般
条
項
）

第
二
五
条
（
損
害
賠
償
請
求
権
の
行
使
期
限
）

賠
償
責
任
条
項
第
六
条
（
損
害
賠
償
請
求
権
者
の
直
接
請
求
権
―
対
人
賠
償
）
お
よ
び
同
条
項
第
八
条
（
損
害
賠
償
請
求
権
者
の
直
接
請

求
権
―
対
物
賠
償
）
の
規
定
に
よ
る
請
求
権
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
行
使
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

⑴

《略
》

⑵

損
害
賠
償
請
求
権
者
の
被
保
険
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
が
時
効
に
よ
っ
て
消
滅
し
た
場
合

(55
)
最
判
昭
和
五
六
・
三
・
二
四
民
集
三
五
巻
二
号
二
七
一
頁
に
よ
る
と
、「
自
賠
責
保
険
契
約
に
基
づ
く
被
保
険
者
の
保
険
金
請
求
権
は
、
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被
保
険
者
の
被
害
者
に
対
す
る
賠
償
金
の
支
払
を
停
止
条
件
と
す
る
債
権
で
あ
る
」。
か
か
る
構
成
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
西
島
・
前
掲
注

（
54
）
三
一
二
～
三
一
三
頁
が
あ
る
。

(56
)
埼
玉
弁
護
士
会
編
『
民
事
時
効
の
法
律
と
実
務
』〔
ぎ
ょ
う
せ
い
・
一
九
九
六
〕
三
六
二
頁
、
木
宮
高
彦
ほ
か
『
注
釈
自
動
車
損
害
賠
償

保
障
法
〔
新
版
〕』〔
有
斐
閣
・
二
〇
〇
三
〕
一
八
九
～
一
九
〇
頁
、
二
二
〇
～
二
二
一
頁
［
坂
東
司
朗
］。

(57
)
木
宮
ほ
か
・
前
掲
注
（
56
）
一
八
九
頁
、
二
二
〇
頁
［
坂
東
］。
北
河
隆
之
ほ
か
『
逐
条
解
説
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
〔
第
二
版
〕』

〔
弘
文
堂
・
二
〇
一
七
〕
一
六
七
～
一
六
八
頁
［
八
島
宏
平
］
は
、
損
害
賠
償
請
求
権
の
時
効
中
断
は
直
接
請
求
権
に
効
力
を
及
ぼ
さ
な
い
こ

と
を
前
提
に
し
て
、
被
害
者
が
保
険
会
社
に
訴
訟
告
知
し
た
場
合
に
は
「
裁
判
上
の
催
告
」
と
し
て
の
効
力
を
認
め
る
べ
き
こ
と
を
説
く
。

(58
)
前
掲
・
最
判
昭
和
五
六
・
三
・
二
四
。

(59
)
新
山
一
範
「
混
同
に
よ
る
損
害
賠
償
債
務
の
消
滅
と
責
任
保
険
（
四
・
完
）」
北
海
学
園
大
学
法
学
研
究
二
三
巻
三
号
〔
一
九
八
八
〕
四

三
二
頁
、
四
三
五
頁
注
（
15
）。

(60
)
大
澤
康
孝
「
自
賠
法
一
六
条
の
直
接
請
求
権
が
時
効
に
よ
り
消
滅
し
た
と
さ
れ
た
事
例
」
ジ
ュ
リ
七
九
五
号
〔
一
九
八
三
〕
一
〇
九
頁
以

下
。
北
河
ほ
か
・
前
掲
注
（
57
）
一
六
七
頁
［
八
島
］
は
、
被
害
者
と
加
害
者
と
の
間
の
賠
償
交
渉
が
継
続
し
て
い
る
間
、
直
接
請
求
権
の
時

効
が
進
行
停
止
す
る
解
釈
を
提
示
す
る
。

(61
)
新
山
・
前
掲
注
（
59
）
四
三
二
頁
、
四
三
四
頁
（
た
だ
し
、
損
害
賠
償
請
求
権
が
時
効
消
滅
し
て
も
、
被
害
者
保
護
に
必
要
な
場
合
に
は
、

直
接
請
求
権
は
消
滅
し
な
い
と
す
る
）。
任
意
保
険
に
つ
き
、
宮
原
守
男
「
家
庭
用
自
動
車
保
険
普
通
保
険
約
款
（
Ｆ
Ａ
Ｐ
約
款
）
の
問
題
点
」

『
交
通
事
故
と
示
談
』
交
通
法
研
究
三
号
〔
有
斐
閣
・
一
九
七
三
〕
六
八
頁
。

(62
)
北
河
ほ
か
・
前
掲
注
（
57
）
一
〇
六
頁
［
小
賀
野
晶
一
］。

(63
)
海
野
俊
雄
「
被
害
者
の
直
接
請
求
権
―
そ
の
法
的
性
質
に
関
す
る
一
考
察
―
」
交
通
事
故
民
事
裁
判
例
集
創
刊
一
〇
周
年
記
念
論
文
集

『
交
通
事
故
賠
償
の
現
状
と
課
題
』〔
ぎ
ょ
う
せ
い
・
一
九
七
九
〕
三
六
二
～
三
六
五
頁
（
ド
イ
ツ
制
定
法
も
援
用
す
る
）。
も
っ
と
も
、
平
成

二
九
年
民
法
改
正
に
よ
り
、
請
求
の
絶
対
効
を
認
め
る
規
定
（
民
旧
四
三
四
条
）
は
削
ら
れ
た
。

(64
)
関
連
条
項
を
左
に
掲
げ
て
お
く
（
前
掲
・
仙
台
地
判
平
成
二
五
・
一
〇
・
一
一
よ
り
引
用
）。

第
一
章
（
賠
償
責
任
条
項
）

第
五
条
（
当
会
社
に
よ
る
解
決
―
対
人
賠
償
）
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⑴

被
保
険
者
が
対
人
事
故
に
か
か
わ
る
損
害
賠
償
の
請
求
を
受
け
た
場
合
、
ま
た
は
当
会
社
が
損
害
賠
償
請
求
権
者
か
ら
次
条
の
規
定

に
基
づ
く
損
害
賠
償
額
の
支
払
の
請
求
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
会
社
は
、
当
会
社
が
被
保
険
者
に
対
し
て
支
払
責
任
を
負
う
限
度
に
お
い

て
、
当
会
社
の
費
用
に
よ
り
、
被
保
険
者
の
同
意
を
得
て
、
被
保
険
者
の
た
め
に
、
折
衝
、
示
談
ま
た
は
調
停
も
し
く
は
訴
訟
の
手
続
（
弁

護
士
の
選
任
を
含
み
ま
す
。）
を
行
い
ま
す
。《
以
下
略
》

第
六
条
（
損
害
賠
償
請
求
権
者
の
直
接
請
求
権
―
対
人
賠
償
）

⑴

対
人
事
故
に
よ
っ
て
被
保
険
者
の
負
担
す
る
法
律
上
の
損
害
賠
償
責
任
が
発
生
し
た
場
合
は
、
損
害
賠
償
請
求
権
者
は
、
当
会
社
が

被
保
険
者
に
対
し
て
支
払
責
任
を
負
う
限
度
に
お
い
て
、
当
会
社
に
対
し
て
第
三
項
に
定
め
る
損
害
賠
償
額
の
支
払
を
請
求
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。《
以
下
略
》

(65
)
北
河
ほ
か
・
前
掲
注
（
57
）
一
〇
六
頁
［
小
賀
野
］、
前
掲
・
仙
台
地
判
平
成
二
五
・
一
〇
・
一
一
（
た
だ
し
示
談
提
示
額
を
限
度
と
す

る
）。
な
お
、
仙
台
地
判
は
、
ⓐ
被
害
者
が
自
賠
責
保
険
会
社
に
対
し
て
自
賠
法
一
六
条
の
直
接
請
求
を
し
、
自
賠
法
の
損
害
賠
償
額
が
支
払

わ
れ
て
も
、
被
害
者
の
加
害
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
時
効
中
断
事
由
に
な
ら
な
い
、
ⓑ
被
害
者
が
直
接
請
求
権
に
つ
き
訴
訟
を
提
起

し
て
も
、
被
告
保
険
会
社
は
被
保
険
者
の
代
理
人
と
し
て
訴
訟
追
行
し
て
お
ら
ず
、
損
害
賠
償
請
求
権
と
直
接
請
求
権
と
は
別
個
の
独
立
し
た

権
利
な
の
で
、
損
害
賠
償
請
求
権
の
時
効
は
中
断
さ
れ
な
い
、
と
も
述
べ
る
。

(66
)
西
島
梅
治
『
責
任
保
険
法
の
研
究
』〔
同
文
館
出
版
・
一
九
六
八
〕
一
〇
〇
～
一
四
七
頁
。

(67
)
前
掲
・
最
判
昭
和
三
九
・
五
・
一
二
。

(68
)
山
下
友
信
「
被
害
者
の
直
接
請
求
権
と
損
害
賠
償
請
求
権
の
関
係
」
不
法
行
為
法
研
究
会
編
『
交
通
事
故
損
害
賠
償
の
軌
跡
と
展
開
』

〔
ぎ
ょ
う
せ
い
・
二
〇
一
九
〕
五
二
一
～
五
二
二
頁
。

(69
)
BSK
O
R
I-RobertK
.D
äppen/in,A
rt.136
N
3
;BotschaftzurÄ
nderung
desO
bligationenrechts(V
erjährungsrecht),S.

261.

(70
)
淡
路
剛
久
『
連
帯
債
務
の
研
究
』〔
弘
文
堂
・
一
九
七
五
〕
一
五
～
一
七
頁
、「
法
制
審
議
会
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
資
料
⚘
―
⚒
」

（
http://w
w
w
.m
oj.go.jp/content/000049086.pdf）
九
頁
。

(71
)
我
妻
栄
『
新
訂
債
権
総
論
』〔
岩
波
書
店
・
一
九
六
四
〕
四
〇
二
～
四
〇
四
頁
、
四
一
〇
～
四
一
一
頁
な
ど
通
説
。

(72
)
山
中
康
雄
「
連
帯
債
務
の
本
質
」
石
田
文
次
郎
先
生
還
暦
記
念
『
私
法
学
の
諸
問
題
㈠
民
法
』〔
有
斐
閣
・
一
九
五
五
〕
三
七
一
頁
以
下
、
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於
保
不
二
雄
『
債
権
総
論
〔
新
版
〕』〔
有
斐
閣
・
一
九
七
二
〕
二
二
四
頁
な
ど
。
成
田
博
『
連
帯
債
務
論
攷
』〔
日
本
評
論
社
・
二
〇
一
五
〕

一
～
三
七
頁
は
、
中
島
玉
吉
が
す
で
に
相
互
保
証
説
を
唱
え
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

(73
)
西
村
信
雄
編
『
注
釈
民
法
⑾
債
権
⑵
』〔
有
斐
閣
・
一
九
六
五
〕
八
一
頁
［
椿
寿
夫
］。

(74
)
最
判
昭
和
五
七
・
三
・
四
判
時
一
〇
四
二
号
八
七
頁
。

(75
)
民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
編
『
詳
解
債
権
法
改
正
の
基
本
方
針
Ⅲ
』〔
商
事
法
務
・
二
〇
〇
九
〕
三
九
四
～
三
九
六
頁
。

(76
)
民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
編
『
詳
解
債
権
法
改
正
の
基
本
方
針
Ⅴ
』〔
商
事
法
務
・
二
〇
一
〇
〕
二
七
二
頁
。

(77
)
『詳
解
債
権
法
改
正
の
基
本
方
針
Ⅴ
』
二
九
二
頁
。

(78
)
｢法
制
審
議
会
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
資
料
⚘
―
⚒
」
一
二
～
一
三
頁
、「
中
間
試
案
補
足
説
明
」
一
九
〇
～
一
九
一
頁
。

(79
)
｢法
制
審
議
会
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
第
七
七
回
会
議
議
事
録
」
二
頁
［
笹
井
関
係
官
］。

(80
)
｢法
制
審
議
会
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
資
料
67
Ａ
」（
http://w
w
w
.m
oj.go.jp/content/000118482.pdf）
一
一
～
一
三
頁
。
三
～
四

頁
も
参
照
。

(81
)
Botschaft
zur
Ä
nderung
des
O
bligationenrechts
(V
erjährungsrecht),S.261.

(82
)
時
効
制
度
の
目
的
に
関
す
る
ス
ピ
ロ
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
大
久
保
邦
彦
「
時
効
制
度
の
存
在
理
由
に
つ
い
て
」
阪
大
法
学
六
九
巻
六
号

〔
二
〇
二
〇
〕
一
一
九
一
頁
以
下
を
参
照
。

(83
)
大
判
昭
和
七
・
二
・
一
六
民
集
一
一
巻
一
二
五
頁
。

(84
)
東
京
地
判
平
成
一
〇
・
一
〇
・
二
金
法
一
五
六
一
号
七
九
頁
。

(85
)
最
判
昭
和
四
三
・
一
〇
・
一
七
判
時
五
四
〇
号
三
四
頁
。

(86
)
潮
見
『
新
債
権
総
論
Ⅱ
』
六
九
一
頁
。

(87
)
潮
見
『
新
債
権
総
論
Ⅱ
』
六
九
六
頁
。
民
法
一
五
三
条
の
一
般
原
則
に
よ
る
こ
と
に
な
る
。

(88
)
潮
見
『
新
債
権
総
論
Ⅱ
』
七
二
八
～
七
二
九
頁
。

(89
)
篠
原
勝
美
「
手
形
金
請
求
の
訴
え
の
提
起
と
原
因
債
権
の
消
滅
時
効
の
中
断
」『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
昭
和
六
十
二
年
度
』
六

三
八
～
六
三
九
頁
。

(90
)
最
判
昭
和
六
二
・
一
〇
・
一
六
民
集
四
一
巻
七
号
一
四
九
七
頁
。
手
形
債
務
の
承
認
に
つ
き
、
ス
ピ
ロ
も
同
旨
を
述
べ
る
（
SS.411-
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412）。
し
か
し
、
訴
求
に
つ
い
て
は
、
ス
ピ
ロ
は
、
競
合
す
る
一
請
求
権
の
訴
求
に
よ
る
他
の
請
求
権
の
時
効
中
断
を
一
般
的
に
認
め
る

（
SS.403-404）。

(91
)
最
判
昭
和
六
一
・
二
・
二
〇
民
集
四
〇
巻
一
号
四
三
頁
。

(92
)
最
判
平
成
七
・
三
・
二
三
民
集
四
九
巻
三
号
九
八
四
頁
。

(93
)
於
保
『
債
権
総
論
〔
新
版
〕』
二
五
四
頁
。

(94
)
最
判
昭
和
四
〇
・
九
・
二
一
民
集
一
九
巻
六
号
一
五
四
二
頁
。

(95
)
潮
見
『
新
債
権
総
論
Ⅱ
』
六
七
五
頁
。

(96
)
山
野
目
章
夫
「
債
務
者
の
承
認
に
よ
る
時
効
中
断
と
物
上
保
証
人
が
中
断
効
を
否
定
す
る
こ
と
の
許
否
」
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
一
二
号

〔
一
九
九
六
〕
一
一
～
一
二
頁
。

(97
)
松
久
『
時
効
制
度
の
構
造
と
解
釈
』
二
八
六
頁
注
（
58
）。

(98
)
最
判
平
成
七
・
三
・
一
〇
判
タ
八
七
五
号
八
八
頁
は
、「
他
人
の
債
務
の
た
め
に
自
己
の
所
有
物
件
に
つ
き
根
抵
当
権
等
を
設
定
し
た
い

わ
ゆ
る
物
上
保
証
人
が
、
債
務
者
の
承
認
に
よ
り
被
担
保
債
権
に
つ
い
て
生
じ
た
消
滅
時
効
中
断
の
効
力
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
担
保
権
の
付

従
性
に
抵
触
し
、
民
法
三
九
六
条
の
趣
旨
に
も
反
し
、
許
さ
れ
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。

(99
)
他
方
で
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
は
、「
右
ノ
抗
弁
ニ
付
キ
債
権
者
ト
保
証
人
ト
ノ
間
ニ
有
リ
タ
ル
判
決
ハ
債
務
者
ヲ
害
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
然
レ

ト
モ
之
ヲ
利
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
い
う
規
定
（
旧
民
法
債
権
担
保
編
二
六
条
本
文
）
の
後
段
を
、
保
証
人
の
事
務
管
理
に
よ
っ
て
正
当
化
す
る
。

Boissonade,Projetde
code
civilpour
l̓Em
pire
du
Japon,2éd.,1891,IV
,no
71.松
久
『
時
効
制
度
の
構
造
と
解
釈
』
二
六
六
頁
も
参

照
。

(100
)
淡
路
『
連
帯
債
務
の
研
究
』
三
頁
は
、
連
帯
債
務
者
の
一
人
に
つ
い
て
生
じ
た
事
由
が
絶
対
効
を
持
つ
か
ど
う
か
の
問
題
は
、
連
帯
債
務

者
間
の
実
体
関
係
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
。
組
合
に
つ
い
て
は
、
五
～
六
頁
。
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